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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」

という。）第173条の６の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に定

めがあるものを除くほか、東総地区広域市町村圏事務組合（以下「組

合」という。）の財務に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

 (1) 法 地方自治法（昭和22年法律第67号）をいう。 

 (2) 省令 地方自治法施行規則（昭和22年内務省令第29号）をいう。 

 (3) 課長 東総地区広域市町村圏事務組合事務分掌規則（令和4年東

総地区広域市町村圏事務組合規則第1号）第2条の規定により設置す

る課の長をいう。 

 (4) 配当 局長が課長に対して、その所掌する事務事業に係る歳出予

算のうち支出負担行為をすることができる範囲を指示することをい

う。 

 (5) 歳入徴収者 管理者又は法第180条の２の規定により、歳入の徴

収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決す

る権限を与えられた者をいう。 



 (6) 予算執行者 管理者又は法第180条の２の規定により、支出負担

行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者並

びに次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者

をいう。 

 (7) 契約担当者 管理者又は収入の原因となる財産の売払い等の契

約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約（歳入徴収者又は

予算執行者の所掌に属するものを除く。）の事務を委任された者並

びに別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えら

れた者をいう。 

 (8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員を

いう。 

(9) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務をつかさどる出納員及

び分任出納員をいう。 

 (10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。 

 (11) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、第154条の規定により定め

られた店舗で、会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する

公金振替書の取扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納

又は支払を総括する店舗をいう。 

 (12) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の

事務を取り扱う店舗をいう。 

 (13) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、専ら公金の収納の事

務を取り扱う店舗をいう。 

 (14) 財産管理者 財産の区分に応じ、別表第１に定める者をいう。 

 (15) 収入事務受託者 法第243条の2の4第2項又は法第243条の2の5第

2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。 

 (16) 支出事務受託者 法第243条の2の6第2項に規定する指定公金事

務取扱者をいう。 

 (17) 証券 令第156条第１項各号に掲げる証券をいう。 



 (18) 歳入歳出外現金等 現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金

を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び保管する有価証券で、組合

の所有に属さないものをいう。 

 （専決） 

第３条 管理者は、財務に関する事務のうち、別表第２に掲げる事項に

ついては、それぞれ同表に定める者に専決処理させることができる。 

２ 前項の規定により専決することができる事務のうち、その内容の重

要又は異例に属する事務に関しては、同項の規定にかかわらず、上司

の決裁を受けなければならない。 

３ 前項の規定により、決裁を求められたものは、自らこれを決裁し、

又は更に上司の決裁を求めなければならない。 

４ 財務に関する事務のうち、会計管理者及び局長の権限に属する事務

について当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。 

 (1) 会計管理者の権限に属する事務 会計管理者の事務代理者（会計

管理者の事務代理者がともに不在の場合にあっては、総務課の上席

の出納職員） 

 (2) 局長の権限に属する事務 総務課長 

５ 前項の規定により代決することができる事案は、緊急を要するもの

に限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに上司に報

告しなければならない。 

 （予算執行職員の責任） 

第４条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員（次条の出

納職員を除く。）は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、

予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し及

び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。 

 （出納職員の責任） 

第５条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞ



れの職分に応じ、厳正かつ適確に出納事務を処理する責めを負わなけ

ればならない。 

 

   第２章 予算 

    第１節 予算の編成 

 （予算編成の基本原則） 

第６条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、

合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。 

 （歳入歳出予算の款項及び目節の区分） 

第７条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区

分は、省令別記に規定する「歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分」

によることとし、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書

の定めるところによる。 

２ 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する「歳出予算に係る節の

区分」による。 

 （予算編成方針の通知） 

第８条 局長は、毎年10月末日までに翌年度の予算編成方針その他予算

編成に必要な事項を立案し、管理者の決定を経て、課長に通知するも

のとする。 

 （予算要求書の提出） 

第９条 課長は、前条の規定による通知に基づき、次に掲げる予算に関

する見積書のうち、必要なものを作成し、指定された期日までに局長

に提出しなければならない。 

 (1) 歳入歳出予算見積書 

 (2) 継続費見積書 

 (3) 繰越明許費見積書 

 (4) 債務負担行為見積書 



２ 局長は、必要に応じ、前項の書類のほか、課長に対し別に予算編成

に関する資料を提出させることができる。 

 （予算原案の承認） 

 第１０条 局長は、前条の規定により、課長から予算見積書の提出があ

ったときは、これを審査し、必要な調整を加え、これを予算原案とし

て管理者に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 局長は、前項に規定する審査に当たり必要があるときは、当該課長

の意見又は説明を求めることができる。 

 （予算案及び予算説明書の決定等） 

第１１条 局長は、前条の規定による承認の結果を直ちに課長に通知す

るとともに、承認の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、管理者

の決裁を受けなければならない。 

 (1) 予算案 

 (2) 令第144条第１項に規定する予算に関する説明書 

 （予算の補正等） 

第１２条 第６条から前条までの規定は、暫定予算及び補正予算の編成

手続について準用する。 

 （予算の成立の通知） 

第１３条 令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通

知は、予算書に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを

送付することにより行うものとする。 

    第２節 予算の執行計画等 

 （予算執行計画） 

第１４条 課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、年

間の予算執行計画案を作成し、指定された期日までに局長に提出しな

ければならない。 

２ 局長は、前項の予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を

審査し、必要な調整を加え、管理者の決裁を受けなければならない。 



３ 局長は、前項の規定により決定された予算執行計画を会計管理者に

送付しなければならない。 

４ 局長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを課長に通

知しなければならない。 

５ 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により

予算執行計画を変更する場合について準用する。 

 （特定財源を伴う予算執行の制限） 

第１５条 課長は、国県支出金、組合債その他特定財源を財源とする事

業については、その収入が決定し、又は決定する見込みがなければ、

これを執行することができない。ただし、局長と協議の上、事前に管

理者の承認を受けたときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する財源が、歳入予算額より減少し、又は減少するおそ

れがあるときは、これらに係る歳出予算の執行について、局長と協議

の上、管理者の指示を求めなければならない。 

 （歳出予算の配当） 

第１６条 歳出予算（前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び

事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。）の配当は、予算の成立を

もって配当するものとする。 

２ 局長は、予算を配当し、同時に会計管理者に対してその配当予算額

を通知しなければならない。 

 （執行状況の調査） 

第１７条 局長は、予算執行の適正を期するため、年度中途において必

要があるときは、課長に関係書類の提出を求め、又は実地に調査する

ことができる。 

 （歳出予算の流用） 

第１８条 課長は、事業において必要とするときは、歳出予算の経費を

流用することができる。 

２ 課長は、前項の規定により、予算に定める各項の経費の金額を流用



しようとするとき、又は歳入歳出予算事項別明細書に定めた各目若し

くは各節の経費の金額を流用しようとするときは、その旨を局長に申

し出なければならない。 

３ 局長は、前項の規定による申出が適当と認めるときは、予算流用充

当票により、管理者の承認を受け、会計管理者及び申し出の課長に通

知しなければならない。 

４ 次に掲げる歳出予算の流用は、してはならない。ただし、管理者が

特に必要と認める場合は、この限りでない。 

(1) 人件費と物件費とを相互流用すること。 

(2) 交際費及び需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。 

(3) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、当該予算計上の目的に反する流用 

 （予備費の充当） 

第１９条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、その理由、金額

等について局長に申し出なければならない。 

２ 局長は、前項の申出があったときは、速やかに審査し、必要な調整

を加え、予算流用充当票により管理者の承認を受けなければならない。 

３ 局長は、前項の規定により管理者の承認を得たときは、予備費を充

当し、直ちに会計管理者及び当該課長にその内容を通知しなければな

らない。 

 （節等の新設） 

第２０条 課長は、予算外の収入、経費の流用又は予備費の充当により、

新たに歳入歳出予算の目節の設置を必要とする場合は、その旨を局長

に申し出なければならない。 

２ 局長は、前項の規定による申出が適当と認めるときは、予算流用充

当票に「科目設定」の表示をし、管理者の承認を受け、会計管理者及

び申し出の課長に通知しなければならない。 

 （流用等による歳出予算の配当） 



第２１条 第18条第３項又は第19条第３項の規定による歳出予算の流用

又は予備費の充当が決定された経費については、それぞれ当該決定通

知の日において歳出予算の配当があったものとみなす。 

 （継続費の逓次繰越し） 

第２２条 課長は、令第145条第１項の規定により、その所掌に係る継続

費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月25日までに

継続費繰越計算書を局長に提出しなければならない。 

２ 局長は、前項の規定による申出があったときは、予算繰越票により

管理者の決裁を受け、翌年度の4月1日に会計管理者及び課長に通知し

なければならない。 

３ 局長は、継続費を逓次に繰り越したときは、令第145条第１項に規定

する継続費繰越計算書を翌年度5月31日までに調製しなければならな

い。 

 （継続費の精算） 

第２３条 課長は、その所掌に係る継続費について継続年度（継続費に

係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年

度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度）が終了

したときは、継続費精算報告書を調製し、出納閉鎖後3月以内に局長に

提出しなければならない。 

２ 局長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、管理者の決

裁を受け、議会に報告の手続をとらなければならない。 

 （繰越明許費の繰越し） 

第２４条 課長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る繰越

明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月25日までに繰

越計算書を局長に提出しなければならない。 

２ 第22条第2項及び第3項並びに前条第2項の規定は、前項の規定による

繰越計算書の提出があった場合について準用する。 

 （事故繰越し） 



第２５条 課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に

係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3

月25日までに、事故繰越し繰越計算書を局長に提出しなければならな

い。 

２ 前条の規定は、令第150条第3項に規定する事故繰越しをした場合に

ついて準用する。 

 

   第３章 収入 

    第１節 調定 

 （調定の手続） 

第２６条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に

ついて令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内

容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目（以下「歳入科目」

という。）ごとに調定票により調定しなければならない。 

２ 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納

入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして

当該調定額の合計額をもって調定することができる。 

３ 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした関係帳簿

を添えなければならない。 

 （調定の時期） 

第２７条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時

期にしなければならない。 

 (1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の7

日前まで 

 (2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 

申告書の提出のあったとき。 

 (3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。 

 (4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、



又は収入のあったとき。 

２ 前項第3号及び第4号の規定にかかわらず、局長が歳入徴収者の事前

協議に基づき、特に必要があると認める収入に係るものは、その月

の末日に当該月の収入を合計した額をもって調定することができ

る。 

３ 歳入徴収者は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特

約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期

限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければ

ならない。ただし、その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入

義務者に通知するものについては、この限りでない。 

４ 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該

各号に定める時期にしなければならない。 

 (1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概

算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納さ

せる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出

納閉鎖日の翌日 

 (2) 令第165条の5第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ、又は

納付される小切手等支払未済資金 第175条の規定による小切手等

支払未済金繰入調書の送付を受けたとき。 

５ 前各項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付

（以下「納入」という。）があったときは、調定するまでの間、当該

収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることが

できる。 

 （調定の変更等） 

第２８条 歳入徴収者は、調定後において過誤その他の事由により当該

調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、

調定票により変更等の手続をとらなければならない。 

 （調定の通知） 



第２９条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者

に通知しなければならない。 

２ 前項の通知は、調定票を会計管理者に送付することにより行うもの

とする。 

    第２節 納入の通知 

 （納入の通知） 

第３０条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げる歳入を

除き、納入義務者に対し、納入通知書（第1号様式）により納入の通知

をしなければならない。 

 (1) 地方交付税 

 (2) 地方譲与税 

 (3) 補助金及び交付金 

 (4) 地方債（公募に係るものを除く。） 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としな

い歳入 

２ 前項の規定にかかわらず、令第154条第３項ただし書の規定により、

口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の

種類は、次に掲げるものとする。 

 (1) 使用料、手数料その他これらに類するもので直接窓口等において

取り扱う収入 

 (2) せり売りその他これに類する収入 

 (3) 延滞金その他これに類する収入 

 (4) 前各号に定めるもののほか、納入通知書により難いと認められる

収入 

３ 納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の

送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場

合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。 

 （納入通知の変更） 



第３１条 歳入徴収者は、第28条の規定による調定の変更を行った場合

で、当該歳入が未収であるときは、変更の事由を記載した書類を添付

して、正当な納入通知書を発し、既に発してある納入通知書を回収し

なければならない。 

 （納入通知書の再交付） 

 第３２条 歳入徴収者は、納入通知書を亡失し、又はき損した納入義務

者から納入の申出があったとき又は口頭、掲示その他の方法により納

入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納入通知

書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、第30条第２

項各号に掲げる収入にあっては、納入通知書を交付しないことができ

る。 

２ 前項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、

変更することができない。ただし、前条の規定により納入通知書を発

する場合で、当該納入通知書が増額に係る場合は、この限りでない。 

    第３節 直接収納 

 （直接収納） 

第３３条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(令第156

条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。）を直接収納

したときは、領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を

除くほか、当日又は翌日（その日が指定金融機関等の営業日でない日

に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等

の営業日）までに、現金払込書（第2号様式）にその現金等を添えて出

納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。ただし、別に

定めがある場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであ

るときは、これに係る納入通知書の表面余白に「証券受領」と記載し、

かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるとき

は、納入義務者に裏書を求めなければならない。 



３ 第１項に規定する領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に東総

地区広域市町村圏事務組合公印規則（昭和46年東総地区広域市町村圏

事務組合規則第1号）に定める出納員又は分任出納員の領収印を押印し

たものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、当該各号

に定めるものをもってこれに代えることができる。 

 (1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙 

 (2) ごみ処理手数料その他これらに類する収入 ごみ処理手数料等

で領収金額が表示されたもの 

４ 前項の規定にかかわらず、申請書、通知書その他これに類する書類

に領収印を押印して、領収書の発行に代えることができる。 

５ 領収書綴は、会計管理者が保管するものとし、収納出納員の請求に

基づき必要に応じて交付するものとする。 

 （小切手の支払地） 

第３４条 令第156条第1項第1号の規定により、管理者が定める歳入の納

付に使用することができる小切手の支払地は、銚子市、旭市及び匝瑳

市の区域内とする。 

 （支払拒絶に係る証券） 

第３５条 会計管理者は、総括店から第161条第2項に規定する証券支払

拒絶通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り

消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければ

ならない。 

２ 歳入徴収者は、前項の規定による証券支払拒絶通知書の回付を受け

たときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取

消し後において納付すべき金額について、「証券支払拒絶により再発

行」と表示した納入通知書を作成して納入義務者に送付し、当該証券

支払拒絶通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならな

い。この場合において、当該納入通知書には先に受領した証券が不渡



りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を

添えなければならない。 

３ 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者

から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保

管に係る証券を還付しなければならない。 

    第４節 還付及び充当 

 （過誤納金の還付） 

第３６条 歳入徴収者は、納入者が誤納又は過納（以下「過誤納」とい

う。）をした事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示

して払戻しの請求があったときは、過誤納金還付（充当）整理簿によ

り還付の決定をし、払戻しの手続を取らなければならない。ただし、

当該払戻しを過誤納した年度（出納整理期間を含む。）経過後に行う

場合は、当該年度の歳出予算から支出しなければならない。 

２ 前項に規定する払戻しの手続は、当該過誤納者には過誤納金還付（充

当）通知書により通知するとともに、会計管理者に対しては、収入（歳

入還付）票に過誤納金還付（充当）通知書を添付し、払戻命令を発す

るものとする。ただし、前項ただし書の規定により、当該払戻金を歳

出予算から支出する場合にあっては、支出負担行為兼支出命令票に過

誤納金還付（充当）請求書を添えて行うものとする。 

３ 会計管理者は、前項に規定する払出に係る収入（歳入還付）票の送

付を受けたときは、第169条の規定により支払う場合を除き、支出の手

続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。 

４ 歳入徴収者は、払戻しの手続を取ったものについて、当該年度の出

納閉鎖期日までに払出ができないため、会計管理者から返付のあった

ものについて払戻ししようとするときは、第１項ただし書の規定の例

により処理しなければならない。 

 （過誤納金の充当） 



第３７条 歳入徴収者は、前条の規定により、過誤納金又はこれに係る

還付加算金（以下「過誤納金等」という。）を払戻し、又は支出する

場合において、当該過誤納金が法第231条の3第1項又は同条第2項の歳

入、若しくはこれらの歳入に係る還付加算金である場合で、当該過誤

納者において、他の納入すべき金額又は未納額（以下本条において「未

納額等」という。）があるときは、過誤納金還付（充当）整理簿によ

り充当の決定をし、当該未納額等に充当しなければならない。 

２ 前項の規定による過誤納金等の充当の決定及び過誤納者には、充当

の通知をしなければならない。 

３ 歳入徴収者は、前項の規定により過誤納金等の充当をしたときは、

第83条第2項の規定による公金振替票に、過誤納金充当書を添付して、

公金振替の方法により処理しなければならない。 

４ 歳入徴収者は、前3項の規定により過誤納金等の充当をした場合にお

いて、当該過誤納金等が未納額を超えるときは、当該超える金額につ

いて、歳入の払戻し又は支出の手続をとらなければならない。この場

合の関係帳票には、充当した金額、その内容等を付記し、前項の公金

振替票とともに処理しなければならない。 

 （還付加算金） 

第３８条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、

当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。 

    第５節 収入の整理及び帳票の記載 

 （督促） 

第３９条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入

に至らないものがあるときは、法第231条の3又は令第171条の規定によ

り、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。 

２ 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行

期限として指定しなければならない。 



３ 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を関係

帳簿に記載しなければならない。 

 （滞納処分） 

第４０条 歳入徴収者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権

について、債務者が前条第２項の規定により指定された期限までに債

務を履行しないときは、収納出納員を指定して地方税の滞納処分の例

により滞納処分を行わせなければならない。 

２ 前項の規定により指定された収納出納員が滞納処分を行うときは、

その身分を示す証票を携行し、関係者の請求があるときは、これを提

示しなければならない。 

 （収入未済額の繰越し） 

第４１条 歳入徴収者は、当該会計年度において調定した歳入で、当該

年度の出納閉鎖期日までに収納されないもの（次条の規定により不納

欠損として整理したものを除く。）があるときは、その翌日において、

翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。 

２ 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で、当該会計年度内に

納入されないもの（次条の規定により不納欠損として整理したものを

除く。）があるときは、当該会計年度の翌日において、その翌年度に

繰り越し、以下収入となるまで逐次繰り越さなければならない。 

３ 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、調定票により、歳入科目

ごとに行うものとする。この場合において、調定票には、前年度調定

額（前前年度以前から繰り越された額を含む。）、収入済額、不納欠

損額及び収入未済額（調定繰越額）を明らかにしておかなければなら

ない。 

４ 歳入徴収者は、第1項又は第2項の規定による繰越しがなされたとき

は、会計管理者に通知するとともに、収入未済繰越しの内訳を明確に

し、関係帳簿を整理しなければならない。 

 （歳入の不納欠損処分） 



第４２条 歳入徴収者は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、不納欠損決定書により管理者の承認を受け

て、不納欠損金として処理しなければならない。 

(1) 消滅時効が成立したとき。 

(2) 法第96条第1項第10号の規定により、権利の放棄の決議（管理者 

の専決処分を含む。）があったとき。 

(3) 令第171条の7第1項の規定により免除したとき。 

(4) 法律又はこれに基づく政令又は条例の定めるところにより、権利

を消滅するとき。 

２ 歳入徴収者は、前項の規定により、不納欠損について承認を受けた

ときは、不納欠損票に必要事項を記載し、会計管理者に通知しなけれ

ばならない。 

 （収入済みの記載等） 

第４３条 会計管理者は、第181条の規定により総括店から収支日計表に

添えて領収済通知書又は公金振替済通知書（以下「領収済通知書等」

という。）の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入票を起票しな

ければならない。 

２ 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について、

令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収

入票は、当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、

繰替使用額を注記しなければならない。 

３ 会計管理者は、第1項の規定により収入票を起票したときは、当該 

 歳入の所管課長に領収済通知書等を回付しなければならない。 

４ 所管課長は、前項の規定により収入票（証拠書用）及びこれに添付

された領収済通知書等（以下「収入証拠書」という。）の回付を受け

たときは、関係帳簿に収入済みとなった旨を記載整理しなければなら

ない。 

 （収入の更正又は振替） 



第４４条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は

科目に誤り等があるときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに、

次の区分に応じ、会計管理者に通知しなければならない。 

 (1) 同一の会計内及び同一の年度内における科目の更正 

 (2) 年度又は会計の更正 

２ 会計管理者は、前項第2号に規定する通知を受けたときは、公金振替

の方法により処理しなければならない。 

 （歳入関係帳簿） 

第４５条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編冊し、収入一覧表に所

定の事項を記載して整理しなければならない。 

 (1) 歳入月計表 

 (2) 調定票 

 （記載の日付） 

第４６条 関係帳簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定めるところによらなければならない。 

 (1) 収納日 指定金融機関等、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第

94条に規定する郵便貯金銀行（以下「郵便貯金銀行」という。）、

会計管理者、収納出納員又は第48条に規定する収入事務受託者の受

取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封

筒に消印された日本郵便株式会社法（平成17年法律第100号）第2条

第4項に規定する郵便局（以下「郵便局」という。）の日付印の表示

する日 

 (2) 収入日 総括店が収入又は決済した日 

    第６節 徴収又は収納の委託 

 （徴収又は収納の委託） 

第４７条 歳入徴収者は、法第243条の2第1項の規定により、私人に歳入

の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議

し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載し



た公金収入事務委託申出書案を作成して管理者の決裁を受け、委託を

しようとする者にその旨を申し入れなければならない。 

２ 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申

入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約

書等案を作成して管理者の決裁を受け、契約書等を取り交わすととも

に、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。 

 （徴収又は収納の方法） 

第４８条 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、

身分を示す証票（第3号様式）を携帯し、関係者の請求があるときは、

これを提示しなければならない。 

２ 収入事務受託者は、歳入を収納したときは、納入者に対し、領収書

を交付しなければならない。 

３ 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を領収したとき

は、特別の事情がある場合を除くほか、領収したその日又はその翌日

（その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあって

は、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日）までに、現

金払込書に現金等を添えて、出納取扱店又は収納取扱店に払い込まな

ければならない。ただし、受託する事務の内容について歳入徴収者と

の契約書等において別に定めがある場合はこれに限らない。 

４ 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する領収印の寸法及び

ひな形は、第4号様式によるものとする。 

５ 収入事務受託者は、第３項の規定により払い込んだときは、当月分

について、受託歳入金計算書を作成し、当該受託徴収又は収納に係る

領収したことがわかる帳票等（金銭登録機等電子機器による記録紙等

も含む。）を添えて、翌月の5日（当月分が、当該年度の出納整理期間

の5月分に係るものであるときは、出納閉鎖期日）までに、会計管理者

を経て、所管の歳入徴収者に提出しなければならない。委託期間が終

了したとき、又は委託事務が完了したときも、同様とする。ただし、



受託する事務の内容について歳入徴収者との契約書等において別に定

めがある場合は、この限りでない。  

６ 歳入徴収者は、前項の規定により受託歳入金計算書及び領収済通知

書の提出があったときは、当該書類に記載された徴収又は収納金額が、

間違いなく払い込まれているかどうかを確認し、調定の手続をとらな

ければならない。 

７ 収入事務受託者は、当該受託期間が終了したとき、又は委託事務が

完了したときは、交付を受けた身分を示す証票及び関係書類を歳入徴

収者に返付しなければならない。この場合において、歳入徴収者は、

局長及び総務課長にこのことを報告しなければならない。 

    第７節 雑則 

 （郵便振替金の引出し） 

第４９条 会計管理者は、郵便振替の口座から収入金を引き出そうとす

るときは、小切手又は加入者即時払いの方法により、出納取扱店に旭

郵便局から受領させるものとする。 

 （歳入の予納） 

第５０条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している

当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨

の申出のあったときは、納入通知書によって納入させなければならな

い。 

 （現金等による寄附の受納） 

第５１条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、

次に掲げる事項を記載した書面を作成し、管理者の決裁を受けなけれ

ばならない。 

 (1) 寄附を受けようとする理由 

 (2) 寄附の内容（現金又は有価証券の区別及び金額） 

 (3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名 

 (4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容 



 (5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 前項の書面には、寄附申込書を添えなければならない。ただし、歳

入徴収者が社会通念上明らかに不用と認めたときは、この限りでない。 

 

   第４章 支出 

    第１節 支出負担行為 

 （支出負担行為の原則） 

第５２条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、

予算執行計画に準拠してしなければならない。 

２ 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第7条の規定により区分し

た目節の区分に従ってしなければならない。 

 （支出負担行為の金額の限度） 

第５３条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第16条の規定によ

る歳出予算の配当の金額を超えてはならない。 

 （特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限） 

第５４条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支

出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入（以下「国庫支出

金等」という。）が、歳入予算（前年度から繰り越された継続費及び

繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。）の当該

金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支

出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、

歳出予算を縮小し難いもので管理者の承認を得たときは、この限りで

ない。 

 （支出負担行為の決議） 

第５５条 予算執行者が支出負担行為を行うには、次条の規定により支

出負担行為の内容を示す書類（第107条第2項から第4項までに規定する

ものにあっては、当該各項に定める書類を含む。）を添えて支出負担



行為票又は支出負担行為兼支出命令票を起票し、次条に定める時期に

決議しなければならない。 

２ 予算科目が2以上で、その経費を合算し科目別内訳を明らかにして、

支出負担行為を行うことができる。 

３ 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2

人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為

の決議をすることができる。 

４ 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいて行

う支出負担行為の決議には、当該支出負担行為票の余白に継続費又は

債務負担行為の事項名を記載しなければならない。 

 （支出負担行為として整理する時期等） 

第５６条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び

支出負担行為に必要な主な書類（次項において「支出負担行為の整理

区分」という。）は、別表第3に定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為

の整理区分は、同表に定めるところによる。 

 （支出負担行為の変更等） 

第５７条 前2条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合に

ついて準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、

又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る変更の支出

負担行為票又は新たな支出負担行為兼支出命令票を起票してこれを決

議しなければならない。 

２ 予算執行者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目

に誤りのあることを発見したときは、第101条の規定の例により、これ

を更正しなければならない。 

 （支出負担行為の記録及び歳出予算整理） 



第５８条 予算執行者は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担

行為の決議又はその変更等があったときは、直ちに歳出予算整理簿に

これを記録して整理しなければならない。 

２ 前項に規定する記録及び整理は、歳出予算整理簿として次に掲げる

帳票類を編冊し、所定の事項を記録整理することにより行うものとす

る。 

 (1) 歳出月計表 

 (2) 支出負担行為票 

 (3) 支出負担行為兼支出命令票 

 (4) 支出命令票 

 (5) 支出更正票 

    第２節 支出命令 

 （支出命令） 

第５９条 支出の命令（以下「支出命令」という。）は、予算執行者が

支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票によりこれを決議し、関係

書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。 

２ 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他

の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を審査し、その内容が適正で

あることを確かめなければならない。 

 (1) 法令又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。 

 (2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。 

 (3) 歳出予算額を超過していないか。 

 (4) 金額に違算はないか。 

 (5) 債権者は、正当であるか。 

 (6) 契約の方法は適法であるか。 

 (7) 時効は成立していないか。 

 (8) 必要な書類は整備されているか。 



３ 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支

出に関する票を当該支払期日の8日前（金融機関の休業日を除く。）ま

でに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い

事情があるとき、又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものに

あっては、この限りでない。 

４ 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2

人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を

明示しなければならない。 

 （請求書による原則） 

第６０条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待ってこれ

をしなければならない。 

２ 前項の請求書には、原則として、次に掲げる事項の記載又は関係書

類の添付があり、かつ、債権者の押印がなければならない。この場合

において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資

格権限の表示がなければならない。 

 (1) 旅費に関するもの 

   所属、職氏名、職務の等級、用務、旅行地、旅行年月日、路程、

経由地、宿泊地、金額及び請求年月日等の記載 

 (2) 工事請負代金に関するもの 

   工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及

びその年月日の記載並びに支払計算書、検査調書又は工事検査結果

通知書の写し等の添付。部分払にあっては、更に部分払申請書等の

添付。前金払にあっては、前金払請求書及び前払保証書の写し等の

添付 

 (3) 物件の供給等に関するもの 

   用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び契約書又は請

書の写し等、納品書又は見積書若しくは検収調書の写し等の添付 

 (4) 物件の運送又は保管に関するもの 



   目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管

期間の明細の記載の写し等の添付 

 (5) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 

   工事名、名称、所在地、種類、数量、単価等の記載及び不動産に

関する権利の変動登記済証の写し、物件移転承認書の写し、契約書

の写し、示談書の写し等の添付 

 (6) 使用料又は手数料に関するもの 

   目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間及び明細等の記

載 

 (7) 負担金、補助金及び交付金等に関するもの 

   指令書、決定通知書及び通達の写し、予算書、事業計画書及び収

支精算書等の添付 

 (8) 払戻金、欠損補てん金及び償還金等に関するもの 

  事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明

細等の記載 

 (9) 前各号に掲げるもの以外のもの 

   請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその

書類の添付 

３ 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難い

ときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければ

ならない。 

４ 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第１項の請

求書には、委任状を添えさせなければならない。 

５ 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第１項の

請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。 

 （請求書による原則の例外） 

第６１条 前条の規定にかかわらず、予算執行者は、債権者その他支払

を受けるべき者から、請求書を徴し難い場合又は請求を要さない場合



にあっては、仕訳書、支出調書等その内容を示す書類をもって、これ

に代えることができる。この場合において、債権者に支払うべき経費

から控除すべきものがあるときは、当該控除すべき金額及び債権者が

現に受けるべき金額を明示しなければならない。 

２ 前項の規定により、仕訳書、支出調書等その内容を示す書類をもっ

て代えることができる経費は、次に掲げる経費とする。 

 (1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与金 

 (2) 償還金、利子及び割引料。ただし、小切手支払未済償還金を除く。 

 (3) 報償費のうち報償金及び賞賜金 

 (4) 扶助費のうち金銭で行う給付 

 (5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払

うべき経費 

 (6) 交際費 

 (7) 組合債の元利償還金 

 (8) 積立金 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、組合が申告納付する経費、請求書を

徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を

要しない経費 

 （報酬、給料等についての特例） 

第６２条 報酬、給料、職員手当等、賃金その他の給付金及び報償費に

ついて、債権者に対し支出すべき金額から、法令の規定により次に掲

げるものを控除すべきときは、支出票又は支出負担行為兼支出命令票

に添付する証拠書類にはその旨を明らかにし、歳入歳出外現金の例に

より処理しなければならない。 

 (1) 所得税法（昭和40年法律第33号）に基づく源泉徴収に係る所得税 

 (2) 地方税法（昭和25年法律第226号）に基づく特別徴収に係る県民

税及び市民税 



 (3) 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）に基づく共済

組合掛金等 

 (4) 健康保険法（大正11年法律第70号）、船員保険法（昭和14年法律

第73号）、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）及び雇用保険法

（昭和49年法律第116号）に基づく保険料 

 (5) 前各号に掲げるものを除くほか、労働基準法（昭和22年法律第49

号）第24条第1項ただし書の規定により、控除することができるとさ

れているもの 

    第３節 支出の特例 

 （資金前渡できる経費） 

第６３条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に

掲げるものとする。 

 (1) 賃金 

 (2) 中学生海外派遣事業の実地研修時に要する経費 

 (3) 自動車駐車場使用料 

 (4) 交際費、需用費及び役務費で現金支払を必要とする経費 

 (5) 証紙、切手及びはがきの購入に要する経費 

 (6) 関係市職員共同研修事業に要する経費 

 (7) 一般廃棄物処理施設建設事業及び管理運営に要する経費 

 (8) 会議、講習会その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費 

 (9) 即時払をしなければ契約することが困難な経費 

 （資金前渡職員） 

第６４条 局長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法によ

り支出するものがあるときは、あらかじめ、自らを資金前渡を受ける

職員（以下「資金前渡職員」という。）として指定し、会計管理者の

同意を得て、管理者の承認を受けなければならない。 

 （前渡資金の限度） 



第６５条 資金前渡を行うことのできる額の限度は、次に掲げるところ

による。ただし、交際費、有料道路使用料及びタクシー借上げ料につ

いては、この限りでない。 

 (1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額。ただし、事務上やむを得

ないと認められる場合は、3月分を限度として交付することができ

る。 

 (2) 随時の費用に係る経費 所要の予定額 

２ 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のた

めに更に前渡することはできない。 

 （資金前渡の手続） 

第６６条 資金前渡の手続は、資金前渡職員を債権者として支出負担行

為票、支出票又は支出負担行為兼支出命令票に資金前渡である旨を表

示して、前2節の規定の例により処理するものとする。 

２ 前項の場合において、支出負担行為票、支出票又は支出負担行為票

及び支出票には、資金前渡を受けようとする経費の算出の基礎を記載

した前渡資金概算払請求書を添付しなければならない。 

 （前渡資金の保管） 

第６７条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるま

での間、指定金融機関その他確実な金融機関に預け入れして保管しな

ければならない。ただし、特別の事由がある場合又は直ちに支払をす

る場合は、この限りでない。 

２ 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生じる利子を受け入れ

る都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。 

 （前渡資金の支払） 

第６８条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次

に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。 

 (1) その請求は正当であるか。 

 (2) 資金の前渡の目的に適合しているか。 



 (3) 前２号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなけ

ればならない。ただし、領収書を徴することができないものにあって

は、支払証明書をもってこれに代えることができる。 

３ 資金前渡職員は、前2項の規定により支払をしたものについて、過誤

払いを発見したときは、関係帳簿を整理するとともに、返納通知によ

り戻入すべき者に通知して、その保管する前渡資金に戻入しなければ

ならない。 

 （前渡資金整理簿） 

第６９条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る

収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡し

に係るものにあっては、記載を省略することができる。 

 (1) 報酬 

 (2) 報償金 

 (3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費 

 （前渡資金の精算） 

第７０条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、次に掲

げる事由に至ったときは、5日以内（第2号に掲げる場合は直ちに）に

これを精算して、前渡資金精算報告書を作成し、これに第68条第2項の

規定により徴した領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、

予算執行者に報告しなければならない。 

 (1) 支払が完了したとき。 

 (2) 出納閉鎖期日に至ったとき。 

 (3) 第65条第1項第1号に係る前渡資金で、当該期間を経過したとき。 

 (4) 前3号に掲げるもののほか、保管の事由がなくなったとき。 

２ 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を

調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精

算票により、精算残額のあるときは戻入の、精算追加のあるときは追



加支出の手続をしなければならない。ただし、同項第1号に係る経費の

精算残金については、翌月に繰り越すことができる。 

３ 次回の資金前渡は、前2項の規定による精算の後でなければこれを受

けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りで

ない。 

 （過誤納金の資金前渡） 

第７１条 令第161条第2項の規定により、歳入の過誤納金額を払い戻す

ため、資金前渡する場合の手続については、第63条から前条までの規

定を準用する。ただし、準用規定において支出負担行為票、支出票又

は支出負担行為兼支出命令票をもって行う手続は、これを収入票に代

えて行うものとする。 

２ 前項の規定による過誤納金の資金前渡の手続は、収入票に過誤納金

の資金前渡である旨の表示をするとともに、資金前渡の場合は金額の

次に△を付して行い、精算前金を返納する場合は△を付さないものと

する。 

 （概算払） 

第７２条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる

ものとする。 

 (1) 試験、研究又は調査の受託者に支払う経費 

 (2) 予約金又はこれに類する経費 

 (3) 非常災害のため即時払いを必要とする経費 

 (4) 損害賠償として支払う経費又は補償金 

 (5) 運賃又は保管料 

 (6) 委託料 

２ 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当

該概算払を受けた者をして概算払に関する概算払精算書により速やか

に精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額



があるときは直ちに戻入の、精算追加があるときは追加支出の手続を

しなければならない。 

 （前金払） 

第７３条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる

ものとする。 

 (1) 使用料、保管料又は保険料 

 (2) 補償料 

 (3) 報償金 

２ 予算執行者は、令附則第7条の規定による公共工事に要する経費を、

前金払をしようとするときは、第60条第2項第2号に定める要件の記載

及び書類の添付に代えて、工事名、請負金額を記載した書面並びに契

約書の写し、着工届の写し、前金払申請書、公共工事の前金払保証事

業会社の保証書の写し又は副本を提出させなければならない。この場

合において、令附則第7条に規定する保証事業会社が交付する前払金保

証書を組合に寄託しなければならない。 

３ 予算執行者は、前金払をしたものについては、当該前金払に係る事

務事業等について、確実に義務の履行があったかどうかについて、確

認しなければならない。 

４ 予算執行者は、官公署等に対して支払をする場合又は前金で支払う

金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4（土木建築に

関する工事の設計又は調査及び測量（次項において「工事の設計等」

という。）に係るものにあっては、10分の3）に相当する金額を超えて

前金払をしてはならない。 

５ 予算執行者は、前金払をした公共工事（工事の設計等を除く。）で

あって、省令附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するものに要す

る経費については、既にした前金払に追加して契約金額の10分の2に相

当する金額を超えて前金払をしてはならない。 



６ 予算執行者は、前金払をした経費で、法令、契約の変更により支出

額を変更したとき、又は第3項の規定による確認の結果、義務の不履行

があるときは、当該前金払を受けた者から、精算の書類を提出させ、

その内容を審査し、前金払精算の手続をとらなければならない。 

 （規則で定める繰替払の範囲） 

第７４条 令第164条第5号の規定により、繰り替えて使用できる経費の

支払及び収入金は、次に掲げる経費の支払及び収入金とする。 

 (1) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金 

 (2) 生産物その他物品等を売却する場合に支払う取扱手数料 当該

物品等の売却代金 

 （繰替払の通知及び整理） 

第７５条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払

をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金

額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管

理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。 

２ 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたとき

は、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通

知書、納税通知書又は現金等払込書（以下「納入通知書等」という。）

の各片に繰替払額を注記するものとする。 

３ 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたとき

は、繰替払整理書を作成し、収納出納員にあっては会計管理者に送付

しなければならない。 

４ 会計管理者は、前項の繰替払整理書及び総括店から送付された繰替

払整理書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認し

たときは、当該整理書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなけれ

ばならない。 



５ 予算執行者は、前項の規定により繰替払整理書を受けたときは、当

該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為兼支出

命令票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。 

 （過年度支出） 

第７６条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとすると

きは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書

その他の関係書類を添えて管理者の承認を受けなければならない。 

    第４節 支払の方法 

 （支出負担行為の確認） 

第７７条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を

確認し、支出の決定をしなければならない。 

 (1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。 

 (2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。 

 (3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。 

 (4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。 

 (5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。 

 (6) 支出をすべき時期が到来していること。 

 (7) 支払金に関し時効が成立していないこと。 

 (8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。 

 (9) 必要な書類が整備されていること。 

 (10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。 

 (11) その他法令、契約等に違反していないこと。 

２ 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めると

きは、予算執行者に対し、第58条第2項に規定する帳票類のほか、当該

支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認するこ

とができる。 



３ 会計管理者は、前2項の規定による確認ができないときは、その理由

を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなけれ

ばならない。 

 （支払の方法） 

第７８条 会計管理者は、前条第１項の規定により支出の決定をしたと

きは、次に掲げるものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を

振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。 

 (1) 法第232条の6第１項ただし書の規定により、債権者からの申出に

より現金で支払う場合 

 (2) 公金振替、繰替払又は口座振替払をする場合 

 (3) 資金前渡職員及び支出事務受託者が支払う場合 

 (4) 前3号に掲げるもののほか、小切手の振出しによる支払により難

い場合 

 （小切手払） 

第７９条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようと

するときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切

手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。 

 （隔地払） 

第８０条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法に

より支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を

受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押

し、隔地払依頼書を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴し、

隔地払案内書を債権者に送付しなければならない。 

２ 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認め

られる指定金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関

の店舗の所在市町村の区域以外の区域に居住する債権者に対する支払

で、必要があるときは、指定金融機関以外の銀行（郵便貯金銀行を含

む）又は郵便局を支払場所に指定することができる。 



 （口座振替払） 

第８１条 令第165条の2の規定による口座振替の方法により支出する場

合で、管理者の定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金

融機関とする。 

２ 前項の金融機関に預金口座を設けている債権者は、口座振替の方法

による支払を受けようとする場合は、あらかじめ口座振替払申請書に

より、その申出をしておくものとする。ただし、必要に応じその都度、

口頭又は請求書の余白に表示して申出をすることができる。 

３ 会計管理者は、前項の規定により、債権者から口座振替による支払

の申出があったときは、口座依頼書により、指定金融機関に対して口

座振替の依頼をするとともに、債権者に口座振替案内書を送付して行

うものとする。この場合において、隔地払を行うときは、口座依頼書

及び口座案内書には「隔地払」と表示しなければならない。 

４ 会計管理者は、前項の規定により口座振替により支出したときは、

指定金融機関からの振替金領収書により、支出済みとして関係帳簿を

整理しなければならない。 

 （現金払） 

第８２条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自

ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人として指定金融機

関指定の貯蓄預金払戻請求書により、指定金融機関から資金を引き出

した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。 

２ 前項の規定による1件の支払金額は、1万円以下とする。ただし、必

要に応じ、1件の支払額が1万円以下の場合においても、指定金融機関

をして、現金で支払をさせることができる。 

３ 会計管理者は、第1項の規定による支払の資金に充てるため、第146

条第1項の規定にかかわらず、常時50万円を限度として歳計現金を保管

しておくことができる。 

４ 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融



機関（総括店に限る。）をして現金で支払をさせようとするときは、

債権者から会計管理者が別に定める書面に領収印を徴さなければなら

ない。 

５ 第1項及び前項の規定にかかわらず、組合の職員の給与の支払に関し

ては、別に定めるところによる。 

 （公金振替払） 

第８３条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により

支払わなければならない。 

 (1) 同一の会計（基金、歳入歳出外現金を含む。以下この号において

同じ。）内又は他の会計の収入とするための支出 

 (2) 組合の債権と組合に対する債権とを相殺する場合における対当

額の支出 

 (3) 繰上充用金を充用するための支出 

 (4) 繰替払を整理するための支出 

 (5) 過誤納金等を充当するための支出 

 (6) 歳計剰余金を繰り越す場合の支出 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に指定したもの 

２ 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、

公金振替票を会計管理者に送付しなければならない。 

３ 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替票を作

成し、総括店に交付しなければならない。 

４ 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例により

これを振り替えなければならない。 

 (1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合 

 (2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源

を繰り越す場合 

 (3) 前2号に掲げるもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合 

    第５節 支出の委託 



 （支出事務の委託） 

第８４条 第47条第1項の規定は、法第243条の2第1項の規定により、私

人に支出の事務を委託しようとする場合について準用する。 

２ 第65条から第71条までの規定は、支出の事務の委託について準用す

る。この場合において、第66条第2項中「前渡資金概算払請求書」とあ

るのは「受託金請求書」と、第70条第1項中「前渡資金精算報告書」と

あるのは「受託金精算報告書」と読み替えるものとする。 

    第６節 小切手の振出し等 

 （小切手の振出し） 

第８５条 小切手は、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票に基づ

かなければ振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、こ

の限りでない。 

 (1) 第36条第2項の規定により過誤納金を払戻しするために振り出す

場合 

 (2) 第90条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場

合 

 (3) 第146条第２項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金

し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す

場合 

 (4) 第146条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金

を保管するために振り出す場合 

 (5) 第147条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す

場合 

 （小切手の記載） 

第８６条 小切手に表示する券面金額は、アラビヤ数字を用い、印字機

により記載しなければならない。 

２ 会計管理者は、小切手に連続した振出番号を記載しなければならな

い。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番



としなければならない。 

３ 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人

として振り出す小切手には、線引をしなければならない。 

 (1) 会計管理者 

 (2) 令第161条の規定により資金の前渡を受ける者 

 (3) 官公署等 

 (4) 指定金融機関 

 (5) 法第243条の2第1項の規定により支出の事務の委託を受けた者 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要であると認め

る場合で、金融機関と取引関係のある者 

４ 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、会計管理者印を押さ

なければならない。 

５ 小切手の券面金額は、訂正してはならない。 

６ 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要

する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及

び訂正した文字の数を記載して、会計管理者印を押さなければならな

い。 

 （小切手の調製） 

第８７条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らしなければなら

ない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第

1項に規定する職員（以下「補助職員」という。）に行わせることがで

きる。 

２ 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するとき

にしなければならない。 

 （小切手の交付及び交付後の確認） 

第８８条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。た

だし、必要に応じて補助職員に行わせることができる。 

２ 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であるこ



とを確認した上でなければ、交付してはならない。 

３ 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、小切手

帳から切り離してはならない。 

４ 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受

取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について

相違がないことを確認しなければならない。 

 （小切手の再交付の禁止） 

第８９条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、

小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定

する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を

振り出してはならない。 

 （小切手の償還） 

第９０条 会計管理者は、指定金融機関において支払を拒絶された小切

手（振出日付から1年を経過したものを含む。）の所持人から令第165

条の4の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者

に小切手償還等請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済

であること及びその請求（以下「小切手償還請求」という。）が正当

であることを確認しなければ、償還（以下「小切手の償還」という。）

をしてはならない。 

２ 前項の請求書には、当該支払拒絶された小切手を添えさせなければ

ならない。 

３ 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る

小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示

した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書

を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を

経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理

期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。 

４ 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る



小切手が振出日付から1年を経過しているもの（前項後段に規定するも

のを除く。）であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支

出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還を

しなければならない。 

５ 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けた

ときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなけ

ればならない。 

 （小切手の振出済通知等） 

第９１条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通

知書を総括店に送付しなければならない。 

２ 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するととも

に、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等

について確認しなければならない。 

 （小切手用紙の亡失） 

第９２条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨

を総括店に通知しなければならない。 

 （小切手の支払停止の請求） 

第９３条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡

失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請

求をしなければならない。 

 （小切手の廃棄） 

第９４条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜

線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかな

ければならない。 

２ 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあ

ることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規

定に準じて廃棄しなければならない。 

 （小切手帳） 



第９５条 会計管理者は、小切手帳を常時1冊使用しなければならない。

ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、

この限りでない。 

２ 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、当座小切

手受取書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の

交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。 

 （小切手帳の保管） 

第９６条 会計管理者は、小切手帳を厳重に保管しなければならない。

ただし、必要があるときは、補助職員に保管させることができる。 

 （不用小切手用紙及び原符の整理） 

第９７条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小

切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け

取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定め

るところにより証拠書類として保管しなければならない。 

 （隔地払通知書の再交付） 

第９８条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若し

くは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたこ

とを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知

書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支

払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を

添えさせなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を調

査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要

があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地

払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付す

る隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載された事

項と同一事項を記載しなければならない。 

３ 第90条第4項及び第5項の規定は、第１項の規定による請求を受けた



場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過している

ものについて、改めてする支出の手続について準用する。 

    第７節 支払未済金の整理 

 （小切手支払未済繰越金の整理） 

第９９条 会計管理者は、第175条第１項の規定により、指定金融機関か

ら小切手等支払未済金繰越報告書の送付を受けた場合は、これを調査

し、適正であると認めたときは、歳入歳出外現金として整理しなけれ

ばならない。 

２ 会計管理者は、第176条の規定により、指定金融機関から小切手等支

払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを局長を経て、予算執

行者に送付しなければならない。 

３ 予算執行者は、前項の規定により、会計管理者から小切手等支払未

済金繰入調書の送付を受けたときは、直ちに、当該調書に記載された

小切手等支払未済額について調定し、第83条の規定による公金振替の

例により処理しなければならない。 

    第８節 支出の整理及び帳票の記載 

 （過誤払金の戻入） 

第１００条 予算執行者は、既に支払を完了した経費について、過誤払

金を発見したときは、直ちに返納の手続をとらなければならない。 

２ 前項の手続は、過誤払金を支出した年度内（当該年度の出納整理期

間を含む。）に当該支出科目に戻入する場合は、支出負担行為兼支出

命令票（戻入）にその事実を示す書類を添付して、局長を経て管理者

の決裁を受け、会計管理者に対して戻入命令を発するものとする。過

誤払金を支出した年度の出納閉鎖後に係る場合は、当該過誤払金をそ

の年度の歳入金として、歳入の手続の例により処理しなければならな

い。 

３ 予算執行者は、前項前段の規定により戻入の手続をしたときは、当

該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。この場



合における返納通知書の発行については、第30条から第32条までの規

定を準用する。 

４ 予算執行者は、前項の規定により返納通知書を送付した場合におい

て、当該年度の出納閉鎖期日までに返納されないため、第102条の規定

により会計管理者から通知を受けたときは、当該過誤払金について、

出納閉鎖期日の翌日をもって調定するとともに、歳入の手続の例によ

り処理しなければならない。この場合において、既に発してある返納

通知書は、第30条第1項に規定する納入通知書とみなす。 

５ 第２項の規定により発する戻入命令は、同項の規定により支出負担

行為兼支出命令票（戻入）を会計管理者に送付したときをもって、戻

入命令とみなす。 

６ 会計管理者は、第181条第２項の規定により、指定金融機関から返納

に係る返納済通知書の送付を受けたときは、関係帳簿を整理するとと

もに、所管の予算執行者に、返納通知書を送付しなければならない。

この場合において、送付を受けた予算執行者は、直ちに関係帳簿を整

理するとともに、当該整理が終了した後遅滞なく領収済通知書を会計

管理者に返付しなければならない。 

 （歳出金の更正） 

第１０１条 予算執行者は、支出した経費について、会計年度、会計区

分及び支出科目について誤りがあることを発見した場合は第83条に規

定する公金振替の方法により処理し、歳出科目に誤りがある場合は科

目更正票（歳出）により処理しなければならない。 

 （支払未済伝票の返付） 

第１０２条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定め

る書類を予算執行者に返付しなければならない。 

 (1) 第36条第2項の規定により払戻命令があったもので、当該命令の

あった年度の出納閉鎖期日までに払い戻されなかったもの 当該払

戻命令書 



 (2) 第59条第1項の規定により支出命令のあったもので、当該命令の

あった年度の出納閉鎖期日までに、支出されなかったもの（小切手

を振り出したもの及び隔地払の方法により処理したもので、支払未

済のため、当該資金を翌年度へ繰越整理したものを除く。） 当該

支出命令書 

 (3) 第100条第5項の規定により払戻命令を受けたもので、当該命令の

あった年度の出納閉鎖期日までに、戻入されなかったもの 当該戻

入命令の支出負担行為兼支出命令票（戻入） 

２ 予算執行者は、前項の規定により書類の返付を受けたときは、関係

帳簿を整理するとともに、同項各号に掲げる返付の区分に応じ、次に

掲げるところにより処理するものとする。 

 (1) 前項第1号の場合 払戻命令を発した当該過誤納額について、出

納閉鎖期日をもって、調定票に「過誤納金年度内未払額」の表示を

して整理の調定を行い、会計管理者に対し調定の通知をするものと

し、当該過誤納額について、翌年度の歳出予算から支出する手続を

とらなければならない。 

 (2) 前項第2項の場合 新たに第1節及び第2節の規定による支出の手

続をとるものとする。この場合における支出の証拠書類等について

は、既に提出されている関係の書類をもって充てることができる。 

 (3) 前項第３号の場合 第100条第4項の規定により処理するものと

する。 

３ 会計管理者は、前項第1号に係る調定の通知を受けたときは、当該過

誤納金年度内未払額について収納整理するものとし、第1項第3号の規

定により予算執行者に関係書類の送付をしたときは過誤払をした支出

負担行為兼支出命令票（戻入）に「過誤払金年度内未収額」と表示し

て、過誤払の内容、金額等を記載して、会計管理者の印を押し、当該

年度の支出金として整理しなければならない。 

 （支出日計表等の調製） 



第１０３条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係

票を支払日ごとに整理するとともに、会計別に集計し、収入支出日計

表にこれを記載して整理しなければならない。 

２ 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出を

集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。 

３ 第1項の「支出関係票」とは、支出負担行為兼支出命令票、支出命令

票、科目更正票、公金振替票等をいう。 

 （歳出関係帳簿） 

第１０４条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を整理しなければならな

い。 

 (1) 歳出月計表 

 (2) 支出負担行為票 

 (3) 支出命令票 

 (4) 支出負担行為兼支出命令票 

 (5) 歳出更正に係る振替命令書 

   第５章 証拠書類 

 （原本による原則） 

第１０５条 収入又は支出に係る証拠書（以下「証拠書」という。）は、

原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞ

れ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えるこ

とができる。 

２ 外国文をもって記載した証拠書には、訳文を付さなければならない。 

 （収入証拠書） 

第１０６条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。 

 (1) 収入票（証拠書用） 

 (2) 領収済通知書及びこれに相当する書類 

 (3) 前2号に掲げるもののほか、収入票の起票の原因となった書類 

 （支出証拠書） 



第１０７条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。 

 (1) 支出負担行為票 

 (2) 支出負担行為兼支出命令票 

 (3) 支出命令票 

 (4) 精算報告書及びこれに係る歳出返納済通知書 

 (5) 科目更正票（元・先） 

 (6) 契約書又は請書 

 (7) 請求書及び検査調書又は工事検査結果通知書 

 (8) 領収書又はこれに代わるべき書類 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、支出の原因となった事項を証明する 

書類 

２ 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競

争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に規定する書

類は、次のとおりとする。 

 (1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類（前項第

１号に規定するものを除く。） 

 (2) 令第167条の6の規定による公告（案）及び公告の方法を記載した

書類 

 (3) 令第167条の9（令第167条の13の規定において準用する場合を含

む。）の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経

緯を記載した書類 

 (4) 令第167条の10（令第167条の13の規定において準用する場合を含

む。）の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合

は、その経緯を記載した書類 

３ 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契

約によったものに係る第１項第９号に規定する書類は、次のとおりと

する。 

 (1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類がある



ときは、当該書類（第1項第1号に規定するものを除く。） 

 (2) 令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によっ

たものにあっては、その事由を記載した書類 

 (3) 令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によっ

たものにあっては、その経緯を記載した書類 

４ 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は、指令書その

他の関係書類とする。 

 

   第６章 決算 

 （決算資料） 

第１０８条 課長は、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年

度における主要な施策の成果を説明する書類（歳入歳出決算事項別明

細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書）を作成し、6月30

日までに局長に提出しなければならない。 

２ 局長は、課長に対し、前項の書類のほか、必要に応じ、歳入歳出予

算の執行の結果を説明する書類の提出を求めることができる。 

 （基金の運用状況を示す書類） 

第１０９条 会計管理者は、第266条の規定により、財産管理者から基金

の運用状況を示す書類の提出があったときは、法第233条第1項の規定

により調製し、提出する決算と併せて、管理者に提出しなければなら

ない。 

 （決算書調製のための書類等） 

第１１０条 会計管理者は、決算を調製するため必要があるときは、課

長から説明又は関係書類の提出を求めることができる。 

 （繰上充用） 

第１１１条 会計管理者は、令第166条の２の規定により、翌年度歳入の

繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、その理由

を付して、その旨を局長に通知しなければならない。 



２ 局長は、前項の規定により、会計管理者から翌年度の歳入の繰上充

用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予

算の補正案を作成し、管理者に提出しなければならない。 

３ 局長は、前項の規定による翌年度の歳入歳出予算の補正案に基づき、

翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、第83条の規定の例に

より処理しなければならない。 

４ 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の

出納閉鎖期日にこれをしなければならない。 

 （帳簿の締切等） 

第１１２条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了した

場合は、歳入歳出月計表及び収入支出日計表の累計額と総括店の公金

出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは、当

該帳簿等を締め切らなければならない。 

２ 収納出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期

日において、その保管する収納金又は前渡資金（これらに係る預金の

利子を含む。）があるときは、第33条及び第70条の規定にかかわらず、

当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿

を締め切らなければならない。 

 

   第７章 契約 

    第１節 契約の方法 

     第１款 一般競争入札 

 （一般競争入札参加者の資格） 

第１１３条 令第167条の4第1項の規定に該当する者は、特別の事由があ

る場合を除くほか、一般競争入札に参加することができない。 

２ 令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期

間、一般競争入札に参加することができない。 

３ 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することので



きる者の資格は、別に定める。 

４ 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた

ときは、これを公示しなければならない。 

 （資格の確認等） 

第１１４条 予算執行者及び契約担当者（以下「予算執行者等」という。）

は、入札参加資格審査申請書を審査の上、一般競争入札に参加する者

に必要な資格を有すると認めるときは、組合を構成する地方公共団体

の競争入札参加者適格者名簿に登録されたもので、管理者の決定を受

けなければならない。 

 （入札の公告） 

第１１５条 令第167条の6第1項の規定による入札の公告は、当該入札の

期日の前日から起算して少なくとも10日前（緊急を要する場合にあっ

ては５日前）までに、同項に規定するもののほか、次に掲げる事項を

掲示その他の方法により公示しなければならない。 

 (1) 一般競争入札に付する事項 

 (2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格 

 (3) 入札又は開札の場所及び日時 

 (4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時 

 (5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

 (6) 入札の無効 

 (7) 最低制限価格の有無 

 (8) 入札に本人又はその代理人が出席しなければならないこと。 

 (9) 契約書作成の要否 

 (10) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けた

ときに本契約が成立する旨 

 (11) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項 

２ 令167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般

競争入札（以下「総合評価一般入札」という。）により契約を締結しよ



うとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事

項を公告しなければならない。 

(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨 

(2) 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件

が組合にとって最も有利なものを決定するための基準 

３ 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわら

ず、建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第6条に規定する見積期

間によらなければならない。 

 （予定価格の決定） 

第１１６条 管理者は、あらかじめ一般競争入札に係る契約価格を、当

該契約に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格書を作成

しておかなければならない。 

２ 予定価格は、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について

定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、

加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予

定価格を定めることができる。 

３ 管理者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入

札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の

多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。 

４ 第1項の予定価格書は、これを封書にし、開札の際、開札場所に置か

なければならない。 

５ 開札の前に予定価格を公表して一般競争入札を行う契約案件の場合

にあっては、前項の規定は適用しない。 

 （最低制限価格の決定） 

第１１７条 予算執行者等は、令第167条の10第2項の規定により、工事

又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合におい

て、特に必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、あらかじ

め最低制限価格を設けることができる。 



２ 前項の規定により最低制限価格を設ける場合は、その都度これを定

めるものとし、その額は、予定価格の3分の2を下ることができない。 

３ 前条の規定は、最低制限価格を設ける場合について準用する。 

４ 予算執行者等は、第1項の規定により最低制限価格を設けたときは、

第115条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を

明らかにしなければならない。 

 （入札保証金） 

第１１８条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入

札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5

以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は

一部を納めさせないことができる。 

 (1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者

とする入札保証保険契約を締結したとき。 

 (2) 入札に参加しようとする者でその資格を有する者が過去2年間に

組合、国（公社及び公団を含む。）、県又は他の地方公共団体と種

類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した

実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととな

るおそれがないと認められるとき。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要であると認めたと

き。 

２ 前項の入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券等をもって

代えることができる。この場合において、担保として提供された有価

証券等の価額は、当該各号に定める価額とし、有価証券等が記名証券

であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならな

い。 

 (1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用ス

ル国債ノ価格ニ関スル件（明治41年勅令第287号）の例による金額 



 (2) 特別の法律により法人の発行する債券 額面又は登録金額（発行

価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額）の10分の8に相

当する金額 

 (3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証

する金額（当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の

翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日

から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における

手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち

保証する金額に応じる額） 

 (4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額 

 (5)  金融機関がする保証 保証する金額 

 （入札の方法） 

第１１９条 一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札者」とい

う。）は、1件ごとに入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、

入札の公告において示した日時及び場所に、本人又はその代理人を出

席させて、提出しなければならない。この場合において、入札者が代

理人であるときは、入札前に委任状を提出しなければならない。 

２ 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることがで

きない。 

３ 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができ

ない。 

 （入札の無効） 

第１２０条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効と

する。 

 (1) 参加資格のない者のした入札書 

 (2) 同一人がした2以上の入札書 

 (3) 入札者が協定した入札書 

 (4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書 



 (5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書 

 （再度入札） 

第１２１条 予算執行者等は、令第167条の8第4項の規定により再度の一

般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札

者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものと

する。再度の入札をしてもなお同じときも、同様とする。 

２ 前項の場合においては、第119条第1項の規定を準用する。 

 （落札者の決定等） 

第１２２条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に

達したものがあるときは、令第167条の9、第167条の10又は第167条の 

10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高

の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低

の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。 

２ 予算執行者等は、令第167条の9、第167条の10若しくは第167条の10

の2又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を

落札者に通知しなければならない。 

 （入札保証金の還付等） 

第１２３条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者

に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した

後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。 

 （入札経過の記録） 

第１２４条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その経

過を開札（見積）調書に記録しなければならない。 

     第２款 指名競争入札、随意契約及びせり売り 

 （指名競争入札の参加者の資格） 

第１２５条 令第167条の11第2項の規定により、管理者が定める指名競

争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しな

い者で、かつ、組合を構成する地方公共団体の競争入札参加者適格者



名簿に登録されたものとする。 

 (1) 建設業にあっては、建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1

項の規定による許可を受けていない者 

 (2) 測量業にあっては、測量法（昭和24年法律第188号）第55条第1項

の規定による登録を受けていない者 

 (3) 建築設計業（建築士法（昭和25年法律第202号）第3条から第3条

の3までの規定により1級建築士、2級建築士及び木造建築士以外の者

の行うことのできる設計又は工事監理を除く。）にあっては、同法

第23条第1項の規定による登録を受けていない者 

２ 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事（建設業法施行令第1条の

2に規定する建設工事をいう。）の入札に参加することができる者は、

前項に定める要件を満たしている者で建設業法第28条第3項の規定に

より営業を停止されていないものとする。 

 （指名競争入札の参加者の指名） 

第１２６条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、組

合を構成する地方公共団体の競争入札参加者適格者名簿に登録された

者のうちからなるべく5人以上の者を選定し、指名業者決定書により、

管理者の決定を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、建設工事若しくは建設工事に係る製造の

請負又は工事用材料の買入れに係る業者の選定をするときは、組合を

構成する地方公共団体の建設工事等指名業者選定審査会の意見を聴か

なければならない。 

３ 前項の規定により入札者を指名したときは、各入札指名者に通知し

なければならない。 

 （指名競争入札に係る関係規定の準用） 

第１２７条  第113条第1項、第2項及び第116条から第124条までの規定

は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、

第117条第4項中「第115条の規定による公告」とあるのは、「第126条



第3項の規定による通知」と読み替えるものとする。 

 （随意契約） 

第１２８条 令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることが

できる規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該

各号に定める額とする。 

 (1) 工事又は製造その他の請負 200万円 

 (2) 財産の買入れ 150万円 

 (3) 物件の借入れ 80万円 

 (4) 財産の売払い 50万円 

 (5) 物件の貸付け 30万円 

 (6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円 

（特定の随意契約に係る手続） 

第１２８条の２ 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で

定める手続は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 管理者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該契

約に係る件名、履行場所、契約の概要、相手方の資格要件及び契約

の時期を公表すること。 

(2) 管理者は、契約を締結したときは、当該契約の相手方の名称、契

約金額及び契約の方法を公表すること。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項を公表する

こと。 

 （随意契約の見積書の徴収等） 

第１２９条 予算執行者等は、随意契約に付するときは、2人以上の者か

ら見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合は、1人（第3号に掲げる場合にあっては、1人又は2人以上

とする。）の者から見積書を徴するものとする。 

 (1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。 

 (2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競



争入札に付する必要がない物品を購入するとき。 

 (3) 1件の予定価格が10万円以下の契約するとき。 

 (4) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認められる

とき。 

２ 予算執行者等は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴

することが適当でないと認めるとき、又は同項第3号の場合においてそ

の金額が1万円以下のものであるときは、当該見積書を徴さないことが

できる。 

 （随意契約の予定価格等） 

第１３０条 第116条及び第117条の規定は、随意契約について準用する。

ただし、次に掲げる契約又は前条第1項ただし書の規定により見積書を

徴するときは、予定価格書の作成を省略することができる。 

 (1) 設計価格が200万円以内の建設工事又は建設工事に係る製造の請

負若しくは工事用材料の購入に係る契約 

 (2) 買入れ予定価格が150万円以内の備品又は工事用材料を除く原材

料その他物品の買入れに係る契約 

 (3) 設計価格又は買入れ予定価格が100万円以内の測量、調査、設計

その他業務の委託に係る契約 

 (4) 借入予定価格が80万円以内の物件の借入に係る契約 

 （せり売り） 

第１３１条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指

定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特

に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を

立ち会わせてせり売りを行うことができる。 

２ 第113条から第116条まで、第118条、第123条及び第124条の規定は、

せり売りについて準用する。この場合において、第114条第1項中「入

札参加資格審査申請書」とあるのは「せり売り参加審査申請書」と、

第124条中「開札（見積）調書」とあるのは「せり売り調書」と読み替



えるものとする。 

    第３節 契約の締結 

 （契約書の作成） 

第１３２条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲

げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約

の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。 

 (1) 契約の目的となる給付の内容 

 (2) 契約履行の場所 

 (3) 給付の完了の時期 

 (4) 対価の額 

 (5) 対価の支払方法及び支払時期 

 (6) 監督又は検査の方法及び時期 

 (7) 契約保証金 

 (8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金 

 (9) 危険負担 

 (10) かし担保責任 

 (11) 契約解除の方法 

 (12) 契約に関する紛争の解決方法 

 (13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項 

２ 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、必要に応じて、工程表、

図面、設計書及び仕様書その他契約の内容を示す書類を添付するもの

とする。 

３ 第１項の場合において、東総地区広域市町村圏事務組合議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和46年東総

地区広域市町村圏事務組合条例第4号）に基づき議会の議決を必要とす

る契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成

立する旨の文言を付記しなければならない。 

４ 予算執行者等は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を



得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。 

 （契約書作成の省略） 

第１３３条 前条の規定にかかわらず、予算執行者は、次の各号のいず

れかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただ

し、公有財産に関し契約をするときを除く。 

 (1) １件の契約金額が200万円以下の建設工事又は建設工事に係る製

造の請負若しくは工事用材料の購入に係る契約をするとき。 

 (2) 150万円以下の備品又は工事用材料を除く原材料その他物品の買

入れに係る契約をするとき。 

 (3) 100万円以下の測量、調査、設計その他業務の委託に係る契約を

するとき。 

 (4) 80万円以下の物件の借入れに係る契約をするとき。 

 (5) 50万円以下の財産の売払い、物件の貸付けその他の契約をすると

き。 

 (6) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体

と契約するとき。 

 (7) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してそ

の物品を引き取るとき。 

 (8) せり売りに付するとき。 

２ 予算執行者等は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、

契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項

を記載した書類（以下「請書」という。）を契約の相手方（以下「契

約者」という。）から徴さなければならない。ただし、同項第7号及び

第8号に規定する場合又は10万円以下の契約については、この限りでな

い。 

 （契約保証金） 

第１３４条 予算執行者等は、契約を締結したときは、直ちに契約者を

して契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければなら



ない。 

２ 第118条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合に

おいて、同項第5号中「金融機関がする保証」とあるのは、「金融機関が

する保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第

184号）第2条第4項に規定する保証事業会社の保証」と読み替えるものと

する。 

３ 前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 

 (1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険

契約を締結したとき。 

 (2) 契約者から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証保険契約

を締結したとき。 

 (3) 契約者が令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する

場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び

規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをす

べて誠実に履行し、かつ、当該契約を確実に履行するものと認めら

れるとき。 

 (4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な

担保を提供したとき。 

 (5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金

を即納するとき。 

 (6) 前条第１項の規定により、契約書の作成を省略したものであり、

かつ、相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら

れるとき。 

 (7) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体

と契約をするとき。 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要であると認めたと

き。 



 （契約の変更等） 

第１３５条 予算執行者等は、必要があると認めるときは、契約者と協

議し、又は契約者からこの責めに帰さない理由により履行期限の延長

をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容

を変更することができる。 

２ 予算執行者等は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の

延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ない

と認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することが

できる。 

３ 予算執行者等は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとす

るときは、速やかに第132条及び第133条の規定による手続の例により

変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。た

だし、前項の期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。 

４ 前項の規定にかかわらず、建設工事又は建設工事に係る製造の請負

契約は、原契約の20パーセントを超える金額の変更をすることができ

ない。ただし、契約金額の減額については、この限りではない。 

 （契約の解除） 

第１３６条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当

該契約を解除することができる。 

 (1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 

 (2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する

見込みがないとき。 

 (3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を

妨げたとき。 

 (4) 正当な事由がなく着手期日を過ぎても着手しないとき。 

 (5) 建設工事の請負契約にあっては、相手方契約者が建設業法第28条

第3項の規定による営業停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規



定による許可の取消しを組合を構成するいずれかの地方公共団体で

受けたとき。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反する行為があったと

き。 

２ 予算執行者等は、前項第1号から第5号までのいずれかに該当しない

場合であっても、やむを得ないと認められる事由があるときは、契約

を解除し、又はその履行を中止させることがある旨の約定をしなけれ

ばならない。 

３ 前2項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書

を当該契約者に送付しなければならない。 

 （契約保証金の還付） 

第１３７条 予算執行者等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の

履行を確認したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとら

なければならない。 

    第４節 契約の履行 

 （履行の監督） 

第１３８条 予算執行者等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら

又は職員に命じ、若しくは令第167条の15第4項の規定により職員以外

の者に委託して、必要な監督をしなければならない。 

２ 前項の規定により監督を行う者（以下「監督職員」という。）は、

契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、

履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者

に必要な指示をしなければならない。 

３ 監督職員は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外部から確

認することができない場合の契約の履行については、現場に立ち会っ

て、これを確認しなければならない。 

４ 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必

要な事項を予算執行者に随時報告しなければならない。 



 （給付の検査） 

第１３９条 予算執行者等は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じ

たときは、自ら又は職員に命じ、若しくは令第167条の15第4項の規定

による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認

をするため必要な検査をしなければならない。 

 (1) 契約者が給付を完了したとき。 

 (2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があると

き。 

 (3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使

用しようとするとき。 

２ 前項の検査を行う者（以下「検査職員」という。）は、契約書、設

計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立

会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなけれ

ばならない。 

３ 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若

しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合におい

て、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、

予算執行者等は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならな

い。 

４ 検査職員は、前３項の規定による検査の結果、契約の履行に不備が

あると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければ

ならない。 

５ 予算執行者等は、第1項の検査又は検収の時期を約定するときは、相

手方契約者の給付を完了した旨の届出を受理した日から工事について

は14日、その他の給付については10日以内としなければならない。た

だし、契約の性質上著しく困難な特殊の内容を有するものについては、

当事者の合意により最長期間に1.5を乗じた日数以内とすることがで

きる。 



６ 前項の規定にかかわらず、第133条の規定により契約書の作成を省略

した場合その他書面により検査又は検収の時期を明らかにしなかった

場合は、10日以内と約定したものとみなす。 

７ 検査職員は、検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又は

その代理人を立ち会わせなければならない。 

 （検査の立会い） 

第１４０条 検査職員は、前条の検査を実施しようとするときは、必要

に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。 

 （検査調書の作成） 

第１４１条 検査職員は、第139条の検査又は検収の結果、契約が履行さ

れたと認めるときは、直ちに、検査調書、検収調書又は出来高調書を

作成し、管理者の決定を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第133条第１項の規定により契約書の作成

を省略したものについては、検査調書又は検収調書の作成を省略し、

債権者の請求書その他支出の証拠書類の余白に検査職員の印の表示を

し、それに検査の年月日を記入し、検査職員が押印して、これに代え

ることができる。 

 （権利義務の譲渡） 

第１４２条 契約者は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲

渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を

明らかにして管理者の承認を得たときは、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止） 

第１４３条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括

して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらか

じめ、その内容を明らかにして予算執行者の承認を得たときは、この

限りでない。 

 （部分払） 

第１４４条 予算執行者等は、契約金額が2,000万円を超える場合で、特



に必要があると認めるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、給付

の完了前にその代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。 

２ 前項の規定により、給付の完了前にその代価の一部を支払う旨の約

定をするときは、給付の完了前の代価が契約金額の10分の3を超えた場

合に行うものとし、その支払額は、建設工事又は建設工事に係る製造

の請負についてはその既済部分の代価の10分の9、物件の購入について

はその即納部分の代価を超えることができない。 

３ 予算執行者等は、第1項の規定により、部分払について管理者の承認

を得たときは、第115条の規定による公告において、その旨を明らかに

しなければならない。 

４ 予算執行者等は、契約に定めるところにより部分払をしようとする

ときは、契約の相手方から部分払請求書を提出させなければならない。 

５ 予算執行者等は、第1項の規定により、部分払に関する約定をする場

合において、部分払の対象となる建設工事又は建設工事に係る製造の

請負等に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るもの

であるときは、管理者を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証

書を提出する旨を約定させなければならない。 

 （対価の支払） 

第１４５条 予算執行者等は、第139条の検査に合格したものでなけれ

ば、当該契約に係る支出の手続をとることができない。 

２ 前項に規定する代価の支払の時期を約定するときは、債権者から適

法な請求書を受理した日から工事代金については40日、その他の給付

に対する代価については30日以内としなければならない。ただし、契

約の性質上、著しく困難な特殊の内容を有するものについては、当事

者の合意により最長期間に1.5を乗じた日数以内とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、第133条第1項の規定により契約書の作成

を省略した場合その他書面により代価の支払の時期を明らかにしなか

った場合は、15日以内と約定したものとみなす。 



４ 予算執行者等は、第136条の規定により契約を解除したときは、当該

契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対

する対価を支払うものとする。 

５ 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、

契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを

精算するものとする。 

 

   第８章 現金、有価証券等 

    第１節 現金及び有価証券 

 （歳計現金の保管） 

第１４６条 歳計現金は、会計管理者が組合名義により、指定金融機関

に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければなら

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めると

きは、管理者と協議して、支払のため支障にならない範囲の金額を指

定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利

な方法で保管することができる。 

３ 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第

１項の規定にかかわらず、50万円を限度として歳計現金を保管してお

くことができる。 

 （一時借入金） 

第１４７条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱う

ものとする。 

２ 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを

必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を局長に通知しなければ

ならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日

において借入残額があるときも、同様とする。 

３ 局長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通



知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計

管理者と協議の上、管理者の決裁を受けなければならない。これを返

済する場合も、同様とする。 

４ 局長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について管

理者の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとと

もに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。 

５ 局長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなけ

ればならない。 

 （歳入歳出外現金等の受入れの決定） 

第１４８条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、

法令の規定により納付又は納入をさせる次に掲げる歳入歳出外現金が

あるときは、歳入歳出外現金等と表示した納入通知書により受入れを

決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。 

 (1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金

として提供されるもの 

 (2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもので次に掲

げるもの 

  ア 令第168条の2第3項の規定により指定金融機関の提供する担保 

  イ 普通財産売払代金延納の特約担保 

  ウ 債権を保全する為の担保 

  エ その他の担保金 

 (3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの 

  ア 源泉所得税 

  イ 源泉住民税 

  ウ 職員共済掛金及び社会保険料 

  エ その他の一時保管金 

２ 前項に規定する通知は、同項に規定する歳入歳出外現金受入決議票

を会計管理者に送付することにより行うものとする。 



３ 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金の

受入れの決定をした場合は、次に掲げるときを除き、直ちに歳入歳出

外現金等と表示した納入通知書を納入義務者に送付しなければならな

い。 

 (1) 第1項第3号アからウまでに掲げるものを納入させるとき。 

 (2) 入札保証金を納付させるとき。 

 (3) 前2号に掲げるもののほか、納入通知書によることが適当でない

と認めるとき。 

 （歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分） 

第１４９条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券（以下「保管有価証

券」という。）の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属す

る年度とする。 

 （歳入歳出外現金の整理区分） 

第１５０条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第148条第1項各号に掲げ

る区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要

があるときは、各区分に細目を設けて整理することができる。 

 （歳入歳出外現金の出納） 

第１５１条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するもの

とする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付

させることができる。 

２ 第33条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。この場合

において、同項中「現金等払込書」とあるのは、「歳入歳出外現金等

払込書」と読み替えるものとする。 

３ 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金

のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認める

ものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。 

４ 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払

出しをしようとするときは、歳入歳出外現金収入・支出伺により払出



しの決定をし、当該票を会計管理者に送付しなければならない。 

５ 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金収入・支出伺の送

付を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払をしなければな

らない。 

６ 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び

保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。 

 （歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録） 

第１５２条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の

状況を収入支出日計表に記録しなければならない。 

    第２節 指定金融機関等 

     第１款 通則 

 （指定金融機関等の事務処理準則） 

第１５３条  令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定

金融機関等における組合の公金の収納又は支払の事務に関しては、法

令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。 

 （総括店） 

第１５４条 指定金融機関は、管理者の承認を得て、公金の収入及び支

払の事務を総括する店舗を定めなければならない。 

 （公金の整理区分） 

第１５５条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳

入歳出外現金（総括店にあっては、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金

及び小切手支払未済繰越金）に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあ

っては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれ

ぞれ区分して整理しなければならない。 

２ 収納取扱店は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して

整理しなければならない。 

３ 出納取扱店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、

組合名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小



切手支払未済繰越金は、一般の預金口座と区分しなければならない。 

 （取扱時間等） 

第１５６条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機

関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理

者から緊急を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者か

ら公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。 

２ 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、

又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日（当該日

が指定金融機関等の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日）の

取扱いとすることができる。 

 （表示） 

第１５７条 指定金融機関の店舗のうち、銚子市、旭市及び匝瑳市の区

域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には、「東総地区広域市町村

圏事務組合指定金融機関」と記した看板を掲げるものとする。 

２ 収納代理金融機関の店舗のうち、銚子市、旭市及び匝瑳市の区域内

の収納取扱店の店頭には、「東総地区広域市町村圏事務組合収納代理

金融機関」と記した看板を掲げるものとする。 

     第２款 収納金の取扱い 

 （現金又は証券による収納） 

第１５８条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者（以

下「納人」という。）から、納入通知書等を添えて現金等をもって収

入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、

納人に領収書を交付するとともに、当該収納金を即日組合の預金口座

に受け入れ、当該納入通知書等に出納済の印を押してこれを保管しな

ければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券に

よるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」

の表示をしなければならない。 

２ 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返



納があった場合について準用する。 

 （口座振替による収納） 

第１５９条 出納取扱店、収納取扱店又は郵便貯金銀行又は郵便局は、

納入義務者から組合の収入金について口座振替の方法により納付した

い旨の依頼を受けたときは、管理者が別に定めるところにより処理し

なければならない。 

 （繰替払を伴う収納） 

第１６０条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場

合において、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、

その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払

う額を差し引いた額を収納しなければならない。 

２ 第75条第2項の規定は、前項の場合について準用する。 

 （証券の取立て等） 

第１６１条 出納取扱店又は収納取扱店は、第158条の規定により収納し

た収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支

払の請求をしなければならない。 

２ 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち、小切手につき支

払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係

の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、証券支払拒絶通知書

に当該不渡りとなった小切手を添えて、第166条第2項に規定する書類

と併せて総括店に送付しなければならない。 

 （歳入の訂正） 

第１６２条 出納取扱店又は収納取扱店は、第44条第1項の規定により会

計管理者から歳入の更正通知を受けたときは、直ちに、訂正の手続を

とらなければならない。 

 （預金利子の納付） 

第１６３条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る組合の預

金について利子が付されたときは、直ちに、その旨を会計管理者に通



知し、当該金額を収納金として整理しなければならない。 

 （過誤納金の戻出） 

第１６４条 総括店は、第36条第2項の規定による過誤納金還付（充当）

通知書を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳

入から戻出しなければならない。 

 （収入金の整理） 

第１６５条 出納取扱店（総括店を除く。）又は収納取扱店は、第158

条から第163条までの規定により公金の収納（歳出金の返納を含む。）

又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分を取りまと

め整理しておかなければならない。 

２ 前項の規定は、総括店における公金の収納、払込み又は歳入の訂正

若しくは公金の振替による収納について準用する。 

 （公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付） 

第１６６条 出納取扱店（総括店を除く。）又は収納取扱店は、令第168

条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、そ

の受け入れた公金を収入金内訳表により、会計管理者が指定する日に

総括店の組合の預金口座（以下「公金総括口座」という。）に振り込

まなければならない。 

２ 前項の収入金内訳表には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

 (1) 第158条、第159条及び第163条の規定による収納に係るもの 領

収済通知書又は返納済通知書 

 (2) 第160条の規定による収納に係るもの 繰替払整理書 

 (3) 第161条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 証券支

払拒絶通知書 

     第３款 支出金の取扱い 

 （小切手等による支払） 

第１６７条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提

示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに、



支払をしなければならない。 

 (1) 合式でないとき。 

 (2) 改ざん、塗抹その他の変更の跡があるとき。 

 (3) 汚損等により小切手の記載事項が不明りょうのとき。 

 (4) 第186条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印

影と異なるとき。 

 (5) 振出日付から1年を経過したとき。 

 (6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。 

２ 総括店は、現金払いによる支出命令票又は支出負担行為兼支出命令

票により現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者が別に定める

書面に当該債権者の氏名を記入し、押印させた上、その支払をさせな

ければならない。 

 （隔地払） 

第１６８条 収納取扱店は、第80条第1項の規定により会計管理者から小

切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付（第3項において

「隔地払の依頼」という。）を受けたときは、その支払場所が郵便貯

金銀行又は郵便局である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対

し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして、

隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴

して、その支払をさせなければならない。 

２ 前項の場合において、収納取扱店は、支払場所が指定金融機関以外

の金融機関である場合は、出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書

に添えなければならない。 

３ 出納取扱店は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所

が郵便貯金銀行又は郵便局である場合は、郵便為替証書又は郵便振替

払出証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。 

 （繰替払） 

第１６９条  出納取扱店又は収納取扱店は、第160条の規定により収納



した収入金に係る繰替払額について、繰替払整理書を作成し、第166

条第２項の規定により当該収入金に係る領収済通知書を総括店に送

付するとき併せてこれを送付しなければならない。 

 （口座振替払） 

第１７０条 出納取扱店は、第81条第3項の規定により会計管理者から口

座振替の依頼を受けたときは、直ちに指定された金融機関の債権者の

預金口座に振り込むとともに、会計管理者に振替済の通知書を送付し

なければならない。 

 （公金振替書による振替） 

第１７１条 総括店は、第83条第3項の規定により会計管理者から公金振

替票の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、送付を受

けた公金振替票に送付済の印を押して、会計管理者に送付しなければ

ならない。 

 （小切手振出済通知書の返送） 

第１７２条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該

小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をし

て、これを会計管理者に送付しなければならない。 

 （歳出金の戻入） 

第１７３条 総括店は、第158条第2項の規定による返納金又は第166条の

規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係

るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。 

 （歳出の訂正） 

第１７４条 総括店は、会計管理者から公金振替通知書の送付を受けた

ときは、直ちに更正の手続をとり送付された公金振替票に「振替済」

の印をして会計管理者に送付しなければならない。 

 （小切手支払未済資金の整理） 

第１７５条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度

の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに、当該未



払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越

金の口座に振り替え、小切手等支払未済金繰入調書を作成して会計管

理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る

小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」

の表示をしなければならない。 

２ 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が

前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、

当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合

に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。 

３ 第172条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払

った場合について準用する。 

 （小切手支払未済資金の歳入組入れ） 

第１７６条 総括店は、前条第１項の規定により繰り越した資金のうち、

令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあると

きは、小切手等支払未済金繰入調書により、小切手の振出日付から1

年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなけ

ればならない。 

 （収支日計表） 

第１７７条 総括店は、第167条第1項、第171条、第173条及び第174条の

規定による支払、公金の振替、歳出の戻入又は訂正その他会計管理者

の通知に基づく支払があったときは、その1日分を取りまとめ、収支日

計表を作成しなければならない。 

     第４款 帳簿等 

 （総括店の帳簿） 

第１７８条 総括店等は、毎日の公金の出納を記録した関係帳簿を整理

しなければならない。 

 （証拠書類の保管） 

第１７９条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る収納票そ



の他の収入証拠書類を年度別及び収入日ごとに区分して、収入証拠書

を添付して保管しなければならない。 

２ 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書

その他支払証拠書類を年度別及び支払日ごとに区分して、支払証拠書

を添付して保管しなければならない。 

３ 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店

及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類

を保管しなければならない。 

 （証拠書類等の保存期間） 

第１８０条 総括店、出納取扱店及び収納取扱店は、次の各号に掲げる

帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間保存しなければならない。 

 (1) 第178条に規定する帳簿 10年 

 (2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書類 5年 

     第５款 計算報告 

 （収支日計の報告） 

第１８１条 総括店は、収支日計表を毎日調製して、会計管理者に送付

しなければならない。 

２ 前項の収支日計表には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

 (1) 収入に係るもの 収入小票及びこれに添付すべき領収済通知書

等その他の書類 

 (2) 支出に係るもの 支払済通知及びこれに添付すべき「支払済」の

表示をした小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類 

     第６款 雑則 

 （歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済） 

第１８２条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、この章

に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例

により行わなければならない。 

２ 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返



済」の表示のある小切手を提示されたときは、第164条の規定の例によ

り支払わなければならない。 

 （有価証券の保管） 

第１８３条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保

管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押

し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管証書を会計管理者に

送付しなければならない。 

２ 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を

添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたと

きは、当該有価証券を還付しなければならない。 

 （出納に関する証明） 

第１８４条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又

は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなけれ

ばならない。 

 

   第９章 出納機関 

 （会計管理者の事務の代理） 

第１８５条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させ

る場合は、次に掲げる場合とする。 

 (1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期

間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合 

 (2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合 

 (3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合 

２ 前項に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、総務課

に勤務する上席の出納職員とする。 

３ 前項の上席の出納職員は、出納職員のうちから東総地区広域市町村

圏事務組合職員の給与に関する条例（昭和46年東総地区広域市町村圏

事務組合条例第7号）第2条の規定において準用する匝瑳市職員の給与



に関する条例（平成18年匝瑳市条例第45号）第4条第1項に規定する給

料表による職務の級が上位にある者とし、職務の級が同じであるとき

は、給料の号給が上位にある者とし、職務の級及び給料の号給がとも

に同じであるときは、年齢の多い者を上席とする。 

４ 第2項に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の

事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り

扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければなら

ない。 

５ 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を

代理する職員に異動があった場合について準用する。 

 （会計管理者の印影の送付） 

第１８６条 会計管理者は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定

金融機関に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、

同様とする。 

 （出納員等の職氏名の通知等） 

第１８７条 総務課長は、出納職員の任命があったときは、当該職員に

出納員証又は分任出納員証を交付し、会計管理者にその旨を通知しな

ければならない。異動その他があった場合も、同様とする。 

２ 会計管理者は、前項の規定により総務課長から出納員及び分任出納

員の任命の通知があったときは、直ちに、当該職員の職氏名を指定金

融機関に通知しておかなければならない。異動その他があった場合も、

同様とする。 

３ 会計管理者は、前項の規定による出納員及び分任出納員の通知と併

せてその者の使用する印鑑の印影を送付しておかなければならない。

使用する印鑑を変更した場合も、同様とする。 

 （事務の引継ぎ） 

第１８８条 出納員又は分任出納員で異動を命じられた者は、その所掌

する事務を後任者に引き継がなければならない。この場合において、



作成する書類は各3通とし、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各

1通を保管し、他の１通は局長を経て会計管理者に提出するものとす

る。 

２ 前項の規定は、資金前渡職員がその事務を引き継ぐ場合について準

用する。この場合において、前渡資金の支払のため支障を来す等特別

の場合を除き、前任者は、第70条に規定する前渡資金の精算を行わな

ければならない。 

 

   第１０章 財産 

    第１節 公有財産 

     第１款 取得 

 （取得前の処置） 

第１８９条 予算執行者は、公有財産とする目的をもって物件の購入、

交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、

質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要が

あると認められるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取

得の目的に供し得るようにしなければならない。 

 （購入計画の決定） 

第１９０条 予算執行者は、公有財産を購入しようとするときは、管理

者の決裁を受けなければならない。 

２ 前項の決裁には、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければなら

ない。 

 (1) 購入に係る財産の評価調書 

 (2) 購入に係る財産の関係図面 

 (3) 購入に係る契約書（案） 

 (4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記事項証明

書又は登録原簿の謄本 

 (5) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるとき



は、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書 

 (6) 用地交渉記録 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類及び図面 

 （寄附の受納） 

第１９１条 局長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、管理者

の決裁を受けなければならない。 

２ 前項の決裁には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

 (1) 寄附申込書 

 (2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体

又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である

場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写

し 

 (3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類及び図面 

 （登記又は登録） 

第１９２条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得した

ときは、法令の定めるところにより速やかにその手続を行い、公有財

産取得報告書を財産管理者に提出しなければならない。 

 （代金の支払） 

第１９３条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得した

ときはその登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得した

ときはその引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払

うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがある

ときは、この限りでない。 

 （公有財産の引継ぎ） 

第１９４条 予算執行者は、他の財産管理者において管理すべき公有財

産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に関係図面、

権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければな

らない。 



２ 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとす

るときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受

ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。 

     第２款 管理 

 （公有財産管理の事務の総括） 

第１９５条 局長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。 

２ 局長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務に

ついて報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必

要な措置を求めることができる。 

 （公有財産管理事務の事前合議） 

第１９６条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ、

局長に合議しなければならない。 

 (1) 物件の購入、新築、増築、移転若しくは改築又は寄附の受納に関

すること。 

 (2) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。 

 (3) 行政財産の貸付並びに用途の変更及び廃止並びに行政財産であ

る土地の地上権の設定に関すること。 

 （公有財産の管理） 

第１９７条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期

又は臨時に次に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければなら

ない。 

 (1) 公有財産の使用目的 

 (2) 土地にあっては、その境界 

 (3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設 

 (4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状

況 

 (5) 公有財産台帳副本及びその附属図面と公有財産の現況との照合 

 （公有財産の保険） 



第１９８条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して

適当な損害保険に付することができる。 

２ 前項の損害保険に関する事務は、局長が行うものとする。 

３ 局長は、第1項の規定により損害保険を付した公有財産について毎年

3月31日までに（新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同

日以前に終了するものにあっては、その都度）、その旨を当該財産管

理者に通知しなければならない。 

４ 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に

付する必要がなくなったときは、直ちに、局長に通知しなければなら

ない。 

 （境界の確定） 

第１９９条 財産管理者は、その所管に属する組合有地で、境界が明ら

かでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確

定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者とが記名押印した境界

確定書を作成するとともに、境界標柱を設置しなければならない。こ

の場合において、登記簿の地積と差異のあるときは、速やかに地積の

更正登記をしなければならない。 

２ 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更が

あった場合について準用する。 

 （所管換） 

第２００条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換

（財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同

じ。）を必要とするときは、管理者の決定を受けなければならない。 

２ 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の

所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。 

３ 第194条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。 

４ 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有

償として整理することができる。 



 （種別替） 

第２０１条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替

（普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをい

う。）を必要とするときは、管理者の決定を受けなければならない。 

 （用途の変更及び廃止） 

第２０２条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更す

る必要があるときは、関係図面を添えて管理者の決定を受けなければ

ならない。 

２ 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきもの

があるときは、関係図面を添えて管理者の決定を受けなければならな

い。 

３ 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定され

た場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管

する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当するときは、この限りでない。 

 (1) 使用に耐えない行政財産で取り壊し、又は撤去を目的として用途

を廃止したとき。 

 (2) 交換を目的として用途を廃止したとき。 

 (3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。 

 (4) 前3号に掲げる場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認

められるとき。 

４ 第194条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。 

 （行政財産の使用許可の範囲） 

第２０３条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可す

ることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るも

のとする。 

 (1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂その他厚生施設

の用に供する場合 



 (2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用

に短期間供する場合 

 (3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、

公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合 

 (4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用

させる場合 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める場

合 

 （行政財産の使用許可期間） 

第２０４条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、管

理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の使用許可期間は、更新することができる。この場合において、

使用許可期間は、前項の規定による。 

 （行政財産の使用許可の条件） 

第２０５条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付す

るものとする。 

 (1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。 

 (2) 第三者に使用させてはならないこと。 

 (3) 使用目的以外に使用してはならないこと。 

 (4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了した

ときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、管理者が

特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。 

 （行政財産の使用許可申請） 

第２０６条 行政財産の使用許可（許可期間の更新を含む。以下同じ。）

を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書（第5号様式）を所管

の財産管理者を経て管理者に提出しなければならない。 

 （行政財産の使用許可） 

第２０７条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条に



規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるとき

は、行政財産使用許可決議書（第6号様式）に関係図面を添えて管理者

の決定を受けなければならない。 

２ 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定され

たときは、行政財産使用許可書（第7号様式）を申請者に交付しなけれ

ばならない。 

 （行政財産の使用許可の手続の特例） 

第２０８条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る

許可の申請又は許可については、口頭によることができる。 

２ 前項の規定により、口頭で申請を受け、又は許可を与えたときは、

財産管理者は、行政財産使用許可簿にその旨を記載しなければならな

い。 

 （普通財産の貸付期間） 

第２０９条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定める期間以内の期間とする。 

 (1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年 

 (2) 建物以外の工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年 

 (3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年 

 (4) 前３号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年 

 (5) 土地とともにする工作物の貸付け 当該土地の貸付期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年 

２ 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場

合において、貸付期間は、借地借家法（平成3年法律第90号）が適用さ

れるものを除き、前項の規定による。 

 （普通財産の貸付料） 

第２１０条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。 

２ 前項の規定による貸付料は、毎年度定期に納めさせるものとする。

ただし、数年度分を前納することを妨げない。 



 （普通財産の貸付けの条件） 

第２１１条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するも

のとする。 

 (1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担するこ

と。 

 (2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。 

 (3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で管理

者が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。 

 (4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。 

 (5) 借受期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還するこ

と。ただし、管理者が特に認めた場合は、原状に回復しないことが

できること。 

 （普通財産の貸付申請） 

第２１２条 普通財産の貸付け（貸付期間の更新を含む。以下同じ。）

を受けようとする者は、普通財産貸付申込書を局長を経て管理者に提

出しなければならない。 

２ 前項に規定する申込書には、管理者が必要と認める書類を添えなけ

ればならない。 

 （普通財産の貸付けの決定） 

第２１３条 財産管理者は、その普通財産について前条に規定する貸付

けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、関係図

面及び契約書案を添えて、管理者の決定を受けなければならない。 

２ 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるもの

とする。 

 (1) 借受人の住所及び氏名 

 (2) 貸付財産の明細 

 (3) 貸付けの目的 

 (4) 貸付期間 



 (5) 貸付料の額 

 (6) 貸付料の納入方法及び納入期間 

 (7) 貸付けの条件 

 (8) 契約の解除に関する事項 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

 （普通財産の貸付契約の変更） 

第２１４条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財

産貸付契約変更申請書を財産管理者に提出しなければならない。 

２ 財産管理者は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その

他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、現に締結

している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、管理者の決定を受

けなければならない。 

３ 第212条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。 

 （行政財産の貸付け等） 

第２１５条 行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を

設定する場合には、第209条から前条までの規定を準用する。 

 （貸付け以外の方法による普通財産の使用等） 

第２１６条 第209条から第214条までの規定は、貸付け以外の方法によ

る普通財産の使用又は収益をさせる場合について準用する。 

 （普通財産の交換） 

第２１７条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換を

しようとするものがあるときは、管理者の決定を受けなければならな

い。 

２ 前項に規定する決裁には、次に掲げる書類を添えなければならな

い。 

 (1) 関係図面 

 (2) 契約書案 

 (3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本 



 (4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類 

 (5) 相手方の交換承諾書の写し 

 (6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類又は図面 

 （普通財産の交換申請書等） 

第２１８条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申

請書を財産管理者を経て、管理者に提出しなければならない。 

２ 第212条第2項の規定は、前項の場合について準用する。 

 （普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定） 

第２１９条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対

して、当該財産の用途（以下「指定用途」という。）、指定用途に供

し始めていなければならない期限（以下「供用開始期限」という。）

及び指定用途に供していなければならない期間（以下「指定期間」と

いう。）を指定する。ただし、第3項各号のいずれかに該当するとき、

又は特別の事情があるため、指定用途、供用開始期限若しくは指定期

間の指定を要しないと認めたときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する供用開始期限及び指定期間は、次に掲げるところに

よる。 

 (1) 供用開始期限 契約の日から2年を超えない範囲内 

 (2) 指定期間 供用開始期限からそれぞれ次の区分による期間を超

えない期間 

  ア 譲与の場合 10年 

  イ 減額譲渡の場合 7年 

  ウ 減額しない譲渡の場合 5年 

３ 前項第2号イ及びウの場合においては、その供用開始期限までに指定

用途に供しない場合又は指定期間内に指定用途に供さなくなった場合

には、譲渡の価格により買い戻すことができる旨を相手方と特約をし

ておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると



きは、この限りでない。 

 (1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。 

 (2) 時価が100万円を超えない普通財産を譲渡するとき。 

 (3) 普通財産を当該普通財産と特別の縁故のある者に対して譲渡す

るとき。 

 （普通財産の譲与又は譲渡） 

第２２０条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財

産譲与申請書又は普通財産譲渡申請書を財産管理者を経て、管理者に

提出しなければならない。 

２ 財産管理者は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、

その所管に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲渡すべき

ものと認めるときは、関係図面及び契約書案を添えて、管理者の決定

を受けなければならない。 

３ 第212条第2項の規定は第1項の場合に、第132条第3項及び第4項の規

定は普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合について準用する。 

 （普通財産の売払価格等） 

第２２１条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるも

のとする。 

 （建物の取壊し） 

第２２２条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必

要とするときは、関係図面を添えて管理者の決定を受けなければなら

ない。 

 （公有財産台帳等の調製） 

第２２３条 局長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台

帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければ

ならない。 

２ 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副

本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。 



３ 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。 

４ 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写

し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適

当な図面を付しておかなければならない。 

５ 財産管理者は、行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え、公

有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならな

い。 

 （公有財産の異動の報告） 

第２２４条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動が

あったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、公

有財産異動報告書に関係図面を添えて、局長に報告しなければならな

い。 

２ 局長は、前項の報告書の提出があったときは、速やかに、公有財産

台帳を整理するとともに、公有財産異動報告書を会計管理者に通知し

なければならない。 

３ 会計管理者は、前項の規定による通知書の提出があったときは、当

該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなけ

ればならない。 

 （台帳価格） 

第２２５条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載

すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当

時における評定価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用

に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分

に従い、当該各号に定めるところによるものとする。 

 (1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額 

 (2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、

建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額 

 (3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木そ



の他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額 

 (4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただ

し、取得価額によることが困難なものは、見積価額 

 (5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 株式にあっては発行価額

（発行価額がない場合にあっては、当該株式会社の資本の額及び資

本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額）に株数

を乗じて算定した金額、その他のものにあっては額面金額 

 (6) 出資による権利 出資金額 

 (7) 信託の受益権 当該受益権の取得時における信託財産の評定価

格 

 （災害報告） 

第２２６条 財産管理者は、天災その他の事故によりその所管に属する

公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに局長に公有財産の被

害報告をしなければならない。 

    第２節 物品 

 （物品の分類） 

第２２７条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類する

ものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわた

って使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。 

  ア 購入価格（生産、寄附等に係るものについては、評価額）が1

万円未満の物 

  イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい

物 

  ウ 記念品、褒章品その他これに類する物 

 (2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使

用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得な

くなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類す



る経費によって購入した物品で贈与又は配付を目的とする物及び試

験研究又は実験用材料として消費する物 

 (3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料 

 (4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、

又は造成した物及び産出物 

２ 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動

産については、借入物品として分類するものとする。 

３ 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第5に定めると

ころによる。 

 （物品の所属年度区分） 

第２２８条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、

現にその出納を行った日の属する年度とする。 

 （寄附の受入れ） 

第２２９条 財産管理者は、物品の寄附の申込みがあったときは、物品

寄附申込書を徴さなければならない。 

２ 財産管理者は、物品の寄附を受け入れようとするときは、次に掲げ

る事項を記載した書面に提出のあった物品寄附申込書を添えて管理者

の承認を受けなければならない。 

 (1) 寄附者の住所氏名 

 (2) 品名、数量及び購入価格又は評価額 

 (3) 維持費の見込額 

 (4) 寄附受入れについての意見 

 （取得報告） 

第２３０条 財産管理者は、購入、生産、製造又は寄附等により物品を

取得したときは、直ちに物品取得報告書により局長に報告しなければ

ならない。ただし、日々生産する物、出生し、又はふ化した小動物等

直ちに報告し難いものについては、1月分をとりまとめて報告すること

ができる。 



 （物品出納の通知） 

第２３１条 財産管理者は、物品の出納の必要があるときは、物品出納

票により、会計管理者に対し物品の出納の通知をしなければならない。 

 （使用職員の指定） 

第２３２条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、

当該物品を使用する職員を指定しなければならない。 

２ 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品に

ついてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については

職員のうち上席の職員とする。 

 （物品の返納） 

第２３３条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなった

ときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。 

 （物品の引継ぎ） 

第２３４条 財産管理者は、その所管に属する物品について引継ぎ（財

産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節にお

いて同じ。）をしようとするときは、物品引継書により決定しなけれ

ばならない。 

２ 財産管理者は、物品の引継ぎをしたときは、当該引継ぎに係る物品

に送付書を添えて、これを引継ぎを受ける財産管理者に送付しなけれ

ばならない。 

 （引継ぎの有償整理） 

第２３５条 前条の引継ぎは、異なる会計間においては、有償として整

理するものとする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りで

ない。 

 （保管の原則） 

第２３６条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は処分することがで

きるように保管しなければならない。 

２ 会計管理者は、組合において保管することが不適当と認める物品が



あるときは、保管が確実と認められる組合以外の者にその保管を委託

することができる。 

 （不用の決定） 

第２３７条 財産管理者は、次に掲げる物品があるときは、物品不用決

定調書を作成し、管理者の承認を受けなければならない。 

 (1) 組合において不用と認められる物 

 (2) 修繕しても使用に耐えない物 

 (3) 修繕をすることが不利と認められる物 

 （物品の売却又は廃棄） 

第２３８条 財産管理者は、前条の規定により不用の決定をした物品を

売り払おうとするときは、物品売払決議書兼不要物品廃棄調書を作成

し、売払いの決定を受けなければならない。ただし、売り払うことが

不利又は不適当と認められる物品及び買受人がないと認められる物品

については、物品売払決議書兼不要物品廃棄調書によりその決定を受

け、廃棄することができる。 

 （物品の貸付け） 

第２３９条 物品を借り受けようとする者は、物品借用申請書を管理者

に提出しなければならない。 

２ 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、

物品の貸付けについて決定し、物品貸付通知書を借受人に送付しなけ

ればならない。 

３ 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物

品借用書を徴さなければならない。 

４ 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別

に定めるところによる。 

 （貸付料） 

第２４０条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。 

 （貸付期間） 



第２４１条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、

特別な事由があるときは、この限りでない。 

２ 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合におい

て、貸付期間は、同項の規定による。 

 （貸付けの条件） 

第２４２条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほ

か、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。 

 (1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人

において負担すること。 

 (2) 貸付物品は、転貸しないこと。 

 (3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。 

 (4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納する

こと。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 （重要物品） 

第２４３条 財産管理者は、その管理する物品のうち、取得価格が100

万円以上の物品（以下「重要物品」という。）について毎年9月及び3

月末日に調査し、重要物品現在高通知書により、会計管理者及び局長

に報告しなければならない。 

 （物品台帳） 

第２４４条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、物品台帳を

備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。 

    第３節 債権 

 （債券の定義等） 

第２４５条 この節において「債権」とは、金銭の給付を目的とする組

合の権利をいう。 

２ 法第240条第4項各号に規定する債権については、この節の規定は、

適用しない。 



 （事務の所掌及び範囲） 

第２４６条 債権に関する事務は、当該債券に係る事務を所掌する財産

管理者が行う。 

２ 債権に関する事務の範囲は、債権の保全、取立て、内容の変更及び

消滅に関する事務とする。 

 （債権発生に関する通知） 

第２４７条 財産管理者は、次に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生

したことを管理者に報告しなければならない。 

 (1) 債権発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に

関して債権が発生したことを知ったとき。 

 (2) 支出金の過誤払いの結果、返納金に係る債権が発生したことを知

ったとき。 

 (3) その管理に係る公有財産に関して、債権が発生したことを知った

とき。 

 (4) その管理に係る物品に関して、債権が発生したことを知ったと

き。 

 （督促） 

第２４８条 財産管理者は、債権（法第231条の3第1項に規定する歳入に

係る債権を除く。）について、履行期限までに履行しない者があると

きは、履行期限後20日以内に、督促状により督促しなければならない。 

２ 第30条第1項の規定は、前項の規定により督促状を発行する場合につ

いて準用する。 

 （保全及び取立て） 

第２４９条 財産管理者は、その所掌に属する債権について令第171条の

2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をと

る必要があると認めるときは、管理者の決定を受けて自ら行い、又は

その指定する職員をして行わせることができる。ただし、令第171条の

4第1項の規定により債権の申出をするときは、管理者の決定を待たず



に行うことができる。 

 （履行期限の繰上げ） 

第２５０条 財産管理者は、令第171条の4第1項の規定により履行期限を

繰り上げることができる理由が生じたと認めるときは、管理者の決定

を受け、当該債務者に対してその旨通知しなければならない。 

２ 前項の規定による通知書は、納入通知書を発行していない場合にあ

っては特に履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知

書、納入通知書を発行してある場合にあっては履行期限を繰り上げる

旨及びその理由を付した納入通知書を当該債務者に送付して通知する

ものとする。 

 （債権保全のための担保） 

第２５１条 財産管理者は、令第171条の4第2項の規定により債権保全の

ために担保を提供させる必要があると認めるときは、管理者の決定を

受け、次に掲げる有価証券及び土地又は建物等の確実な担保を徴さな

ければならない。 

 (1) 国債又は地方債 

 (2) 管理者が確実と認める社債その他の有価証券 

 (3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械 

 (4) 管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 

 （徴収停止） 

第２５２条 財産管理者は、保全等債権について令171条の５の規定によ

り徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した書面によ

り管理者の決定を受けなければならない。 

 (1) 徴収停止をしようとする債権の表示 

 (2) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由 

 (3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理

由 

２ 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情



の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知っ

たときは、直ちに、徴収停止取消のための管理者の決裁を受けて、そ

の措置を取り消さなければならない。 

 （履行期限の特約等の手続） 

第２５３条 令第171条の6の規定による履行期限の特約等は、債務者か

らの書面による申し出に基づいて行うものとする。 

２ 前項の規定による書面には、次に掲げる事項の記載がなければなら

ない。 

 (1) 債務者の住所及び氏名 

 (2) 債権金額 

 (2) 債権の発生原因 

 (3) 履行期限の延長を必要とする理由 

 (4) 延長に係る履行期限 

 (6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項 

 (7) 第256条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。 

３ 財産管理者は、第1項の規定により債務者から履行延期の申出があっ

た場合においては、当該申出に係る書面の内容を審査し、それが令第

171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をす

ることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由

及び必要であると認める理由を付した書面に該当申出に係る書面を添

えて管理者の決定を受けなければならない。 

 （履行期限の延長期間） 

第２５４条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期

限（令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等を

する場合においては、当該履行延期の特約等をする日）から5年（同条

第1項1号又は第5号に該当する場合にあっては10年）以内において、そ

の延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行期

限の特約等をすることを妨げない。 



 （履行期限の特約等に係る措置） 

第２５５条 財産管理者は、履行期限の特約等をする場合においては、

次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、か

つ、利息を付するものとする。 

 (1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を

阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。 

 (2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。 

 (3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失に

よらない不当利得による返納金に係るものであるとき。 

２ 第251条の規定は、前項の規定により担保を提供させる場合について

準用する。 

３ 第1項の規定により履行延期の特約等をする場合に付する利息は、当

該年度の地方債に係る財政融資資金の貸付利率によるものとする。 

 （履行延期の特約等に付する条件） 

第２５６条 財産管理者は、履行延期の特約をする場合には、次に掲げ

る趣旨の条件を付するものとする。 

 (1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又はその保証人に対

し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物

件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。 

 (2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延

長に係る履行期限を繰り上げること。 

  ア 債権者が不当にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、

又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。 

  イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、

債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。 

  ウ 令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出

をする必要が生じたとき。 

  エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された



条件に従わないとき。 

  オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長

に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。 

 （履行延期の特約等の処理） 

第２５７条 財産管理者は、第253条の規定により履行延期の特約等の措

置をとったときは、当該債務者にその旨通知しなければならない。 

２ 履行延期の特約等を令第171条の6第2項の規定により、履行期限後

に行う場合において、当該履行延期の特約等の額が既に調定されてい

るときは、当該調定額から翌年度以降へ履行の延期がなされる額につ

いて第28条の規定による更正調定により減額しなければならない。 

 （免除） 

第２５８条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書

面による申出に基づいて行うものとする。 

２ 財産管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があ

った場合において、当該書面の内容の審査により、令第171条の7第1

項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得

ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認め

る理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて管理者

の決定を受けなければならない。 

３ 財産管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除す

る金額、免除の日付及び令第171条の7第2項の規定に規定する債権にあ

っては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送

付しなければならない。 

 （消滅） 

第２５９条 財産管理者は、その所掌に属する債権について次に掲げる

理由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書面を作成し、

当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するととも

に、その旨を管理者に報告しなければならない。 



 (1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をす

る見込みがあること。 

 (2) 債務者である法人の清算が結了したこと（当該法人の債務につき

弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について前号から第４

号までに掲げる事由がない場合を除く。）。 

 (3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合におい

て、その相続財産の価額が強制執行した場合の費用並びに他の優先

して弁済を受ける債権及び組合以外の者の権利の金額の合計額を超

えないと見込まれること。 

 (4) 破産法（平成16年法律第75号）第253条第1項、会社更生法（平成

14年法律第154号）第204条第1項その他の法令の規定により債務者が

当該債権につきその責任を免れたこと。 

 (5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、管理者

が勝訴の見込みがないものと決定したこと。 

 （会計管理者への通知及び事務処理） 

第２６０条 財産管理者は、この節の規定により、令第171条の2から第

171条の6までの措置又は手続をとったときは、その都度直ちに関係帳

簿を整理するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならな

い。 

２ 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、関係帳簿を

整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。 

 （翌年度以降にわたる債権） 

第２６１条 財産管理者は、翌年度以降にわたる債権があるときは、関

係帳簿にその内容及び翌年度以降にわたる各年度別の債権額等につい

て記載し、その管理について明らかにしておかなければならない。 

２ 財産管理者は、前項の規定により当該年度に調定されない翌年度以

降にわたる債権があるときは、当該債権額について毎年度出納閉鎖期

間後１月以内に債権現在高報告書を作成し、会計管理者に報告しなけ



ればならない。 

３ 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、その状況を

債権管理簿に記載し、整理しなければならない。 

    第４節 基金 

 （基金の運用及び繰替運用） 

第２６２条 財産管理者は、基金を運用しようとするとき、及び基金に

属する現金を繰替運用しようとするときは、管理者の決裁を受けなけ

ればならない。 

 （基金の処分） 

第２６３条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、管理者の

決裁を受けなければならない。 

 （基金の異動の通知等） 

第２６４条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があっ

たときは、基金管理簿を整理するとともに、会計管理者及び局長に通

知しなければならない。 

 （基金増減の記録） 

第２６５条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当

該通知に係る基金の増減を関係帳簿に記録しなければならない。 

 （運用状況調書） 

第２６６条 財産管理者は、毎会計年度、法第241条第5項に規定する基

金の運用の状況を示す書類を作成し、翌年度6月末日までに会計管理者

に提出しなければならない。 

 （基金の管理等の手続） 

第２６７条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほ

か、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計

現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しく

は処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、

関係帳票には、基金の名称を表示しなければならない。 



   第11章 借受不動産、検査、賠償責任等 

 （不動産の借受け） 

第２６８条 局長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、管理

者の決裁を受けなければならない。 

２ 前項の決裁には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建

物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定

により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写

し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければなら

ない。 

 （借受契約の変更） 

第２６９条 局長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとすると

きは、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、決

裁を受けなければならない。 

 （職員の指定） 

第２７０条 法第243条の2の8第1項後段の規定による事務を直接補助す

る職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とす

る。 

 (1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする

権限のある者からその事務の一部を処理することを命じられた職員 

 (2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及

び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理すること

を命じられた職員 

 (3) 監督又は検査 第138条又は第139条の規定による監督又は検査

を命じられた者 

 （事故の報告） 

第２７１条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又

は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、

物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その



旨を所属の課長に届け出なければならない。 

２ 課長は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら同項に

規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2の8第1項後段に規定

する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったこと

により組合に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、

事故報告書を付して局長に提出するとともに、その旨を会計管理者に

通知しなければならない。 

 （賠償命令） 

第２７２条 管理者は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の

賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当

該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもっ

て賠償を命ずるものとする。 

 

   第12章 雑則 

 （帳票の記載方法） 

第２７３条 組合の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因

となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発

生した都度行わなければならない。 

２ 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用い

なければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限

りでない。 

３ 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときは、金額の頭初に

「￥」記号を併記することとする。 

４ 第2項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、

「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」

の字体を用いなければならない。この場合においては、金額の頭初に

「金」の文字を併記することとする。 

 （帳票類の訂正等） 



第２７４条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別

な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各

号に定める要領により行うものとする。 

 (1) 支出負担行為その他支出に関する票、領収書類 当該書類の主要

となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載

事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、

数字の場合にあっては当該数字の金額に横線2条を引き、その上部に

正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。 

 (2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の

振替等に係る文書（以下この号において「納入通知書等」という。）

に記載した納付又は納入をさせる金額は、訂正しないこと。納入通

知書等に記載した納付又は納入をさせる金額以外の記載事項を訂正

するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正

書するとともに、訂正者の認印を押すこと。 

 (3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知

及び現金払票の訂正について準用する。 

 (4) 契約書類 その誤記の課分に横線又は縦線2条を引き、その上部

又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該

契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。 

 (５) 前各号に掲げる以外の書類 第１号後段の規定は、同号から前

号までに掲げる以外の書類について準用する。この場合において、

当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決

裁権者の訂正印を押すこと。 

 （割印） 

第２７５条 数葉をもって１通とする請求書、見積書、契約書等には、

債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。 

 （鉛筆等の使用禁止） 

第２７６条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、



鉛筆、ボールペン（証券用インクを使用するものを除く。）その他そ

の用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に消すことが

できるものを使用してはならない。 

 （財務の帳票類） 

第２７７条 この規則の規定により財務に関する事務を所掌する者が作

成すべき帳票類又はその都度記載し、関係伝票を編冊して整理しなけ

ればならない帳簿類の様式は、別に定める。 

 （会計管理者の作成する表） 

第２７８条 会計管理者は、総括店から毎日前日における収支日計表及

び関係書類の送付を受けたときは、その内容について確認しなければ

ならない。 

２ 会計管理者は、毎月末現在における次に掲げる諸表を作成し、翌月

20日までに管理者に提出しなければならない。 

 (1) 歳入歳出予算執行状況表 

 (2) 現金出納状況 

 （その他） 

第２７９条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、

別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

 （東総地区広域市町村圏事務組合規則の規定の準用に関する規則の一

部改正） 

２ 東総地区広域市町村圏事務組合規則の規定の準用に関する規則の一

部を次のように改正する。 

 第2条中「、匝瑳市職員等の旅費に関する規則（平成18年規則第64号）

及び匝瑳市財務規則（平成18年規則第65号）」を「及び匝瑳市職員等

の旅費に関する規則（平成18年規則第64号）」に改める。 



 （経過措置） 

３ 前項の規定による改正前の東総地区広域市町村圏事務組合規則の規

定の準用に関する規則第2条の規定において準用する匝瑳市財務規則

（平成18年匝瑳市規則第65号）の規定によりなされた処分、手続その

他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の

行為とみなす。 

附 則（平成23年3月31日規則第4号） 

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則（平成26年8月28日規則第1号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年3月30日規則第1号） 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則（平成30年8月31日規則第1号） 

この規則は、平成30年9月1日から施行する。 

附 則（令和3年4月1日規則第2号） 

この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則（令和6年4月1日規則第1号） 

この規則は、令和6年4月1日から施行する。 

 

附 則（令和7年4月1日規則第1号） 

この規則は、令和7年4月1日から施行する。 



別表第１（第２条関係） 

区      分 財産管理者 

公

有

財

産 

行政財産（公用又は公共の用に供

する目的で取得したものを含

む。） 

公用財産 

その他 
局長 

公共用財産 所管の課長 

普通財産 局長 

物品及び債権 所管の課長 

基

金 

ふるさと基金 局長 

その他の基金 所管の課長 

 



別表第２（第３条関係） 

財務事務専決処理区分表 

専決事項 
専決区分 

局 長 課  長 

歳入に関する事項   

 １ 調定、納入の通知及び繰替払命令

に関すること。 
○  

 ２ 過誤納金の払戻し及び充当に関

すること。 
○  

 ３ 収入金の督促に関すること。 ○  

 ４ 収入未済金の繰越し及び通知に

関すること。 
○  

歳出に関する事項   

 １ 歳出予算の配当に関すること。 ○  

 ２ 予算の流用に関すること。 50万円以内  

 ３ 節を細区分した場合(需用費)の

流用に関すること。 
○  

 ４ 予備費の充当に関すること。 50万円以内  

 ５ 返納の通知に関すること。 ○  

 ６ 支出負担行為の決定及び支出命

令に関すること。 
  

  ア 人件費、旅費、交際費、燃料費、

光熱水費、賄材料費、電話・郵便・

信書便に関する料金、保険料、拠

出金、納付金、公債費、積立金、

公課費、繰出金 

○  

  イ 工事請負費、工事用材料及び公

有財産購入費（用地買収に伴う補

償費を含む。） 

500万円以内  

  ウ 委託料（測量、調査、設計その

他の業務委託） 
300万円以内  

  エ 使用料及び賃借料 300万円以内 30万円以内 

  オ 物品の購入 300万円以内 30万円以内 

  カ その他の支出 300万円以内 30万円以内 

 ７ 資金前渡職員の指定に関するこ

と。 
  

 ８ 過誤払金の戻入に関すること。 ○  

 ９ 補助金、負担金、利子補給金、助

成金及び交付金に係る歳出に関す
300万円以内 10万円以内 



ること。 

契約に関する事項   

 １ 競争入札参加者の資格の認定に

関すること。 
○  

 ２ 指名競争入札における業者決定、

入札の通知及び契約の条件その他

指名競争入札に関すること。 

設計価格等が300万円以内  

 ３ 随意契約及びせり売りに関する

こと。 
設計価格等が300万円以内  

 ４ 予定価格書の作成に関すること。 設計価格等が300万円以内  

 ５ 監督職員又は検査職員を命ずる

こと。 
○  

 ６ 検査調書又は検収調書若しくは

出来高調書の作成に関すること。 

工事又は製造の請負若し

くは工事用材料について

は1,000万円以内、その他

については500万円以内 

 

 ７ 監督又は検査若しくは検収を外

部に委託する場合の承認に関する

こと。 

  

物品に関する事項   

 １ 物品の寄附の受入れに関する事

項 
  

 ２ 物品の出納に関すること。 ○  

 ３ 物品の不用の決定に関すること。 ○  

 ４ 売払い又は廃棄等の処分に関す

ること。 
○  

その他に関する事項   

 １ 資金計画及び歳出執行計画に関

すること。 
  

 ２ 収入金又は歳出金の更正に関す

ること。 
○  

 ３ 公金振替に関すること。 ○  

 ４ 一時借入金に関すること。   

 ５ 歳入歳出外現金等の受払いに関

すること。 
○  

 ６ 基金の経理に関すること。     

  ア 収入に関すること。 ○  

  イ 支出に関すること。   

 ７ 不動産の借受けに関すること。 ○  



別表第３（第56条関係） 

  支出負担行為の整理区分表 

区分 支出負担行為として

整理する時期 

支出負担行為の範囲 支出負担行為に必要な

主な書類 

報酬 支出決定のとき 支出しようとする額 仕訳書又は支給調書 

給料 支出決定のとき 当該期間分 支給調書 

職員手当等 支出決定のとき 支出しようとする額 仕訳書又は支給調書 

共済費 支出決定のとき 支出しようとする額 納付書及び支給調書 

災害補償費 支出決定のとき 支出しようとする額 事実を証する書面及び

請求書 

報償費 支出決定のとき 支出しようとする額 仕訳書及び契約書案又

は見積書 

旅費 支出決定のとき 支出しようとする額 請求書及び出張命令書 

交際費 支出決定のとき 支出しようとする額 請求書 

需用費 契約を締結すると

き、又は請求のあっ

たとき 

契約しようとする額

又は請求のあった額 

契約書案又は見積書及

び請求書 

役務費 契約を締結すると

き、又は請求のあっ

たとき 

契約しようとする額

又は請求のあった額 

契約書案又は見積書及

び請求書 

委託料 契約を締結すると

き、又は請求のあっ

たとき 

契約しようとする額

又は請求のあった額 

契約書案又は見積書及

び請求書 

使用料及び賃借料 契約を締結すると

き、又は請求のあっ

たとき 

契約しようとする額

又は請求のあった額 

契約書案又は見積書及

び請求書 

工事請負費 契約を締結すると

き、又は工事を発注

するとき 

契約しようとする額

又は発注しようとす

る額 

契約書案又は見積書 

原材料費 契約を締結すると

き、又は請求のあっ

たとき 

契約しようとする額

又は請求のあった額 

契約書案又は見積書及

び請求書 

公有財産購入費 契約を締結するとき 契約しようとする額 契約書案 



備品購入費 契約を締結すると

き、又は請求のあっ

たとき 

契約しようとする額

又は請求のあった額 

契約書案又は見積書及

び請求書 

負担金補助及び交

付金 

交付を決定すると

き、又は請求のあっ

たとき 

交付しようとする額

又は請求のあった額 

決定通知書の写し又は

請求書 

扶助費 支出決定のとき 支出しようとする額 支給調書及び扶助決定

通知の写し 

貸付金 貸付決定のとき 貸付けを要する額 契約書案、申請書、貸

付決定を証する書面及

び請求書 

補償、補てん及び賠

償金 

補償、補てん及び賠

償するとき 

補償、補てん及び賠

償を要する額 

判決書謄本、契約書案、

補償補てん及び賠償を

証する書面並びに請求

書 

償還金利子及び割

引料 

支出決定のとき 支出しようとする額 払込通知書、計算書、

過誤納金払戻書及び請

求書 

投資及び出資金 出資又は払込決定の

とき 

出資又は払込みに要

する額 

出資又は払込みの決定

を証する書面及び申請

書 

積立金 積立決定のとき 積立てをしようとす

る額 

 

寄附金 支出決定のとき 支出しようとする額 申込書、支出決定を証

する書面及び請求書 

公課費 支出決定のとき 支出しようとする額 請求書又は納付書 

繰出金 支出決定のとき 支出しようとする額 
 

 



別表第４（第56条関係） 

  資金前渡等の支出負担行為整理区分表 

区分 支出負担行為として

整理する時期 

支出負担行為の範囲 支出負担行為に必要な

主な書類 

資金前渡、支出委託

資金の交付 

資金前渡をするとき 資金前渡を要する

額 

資金前渡概算払請求書

又は前渡資金精算報告

書及び受託金請求書又

は受託金精算報告書 

概算払 概算払をするとき 概算払を要する額 資金前渡概算払請求書

又は概算払精算書 

前金払 前金払をするとき 前金払をしようと

する額 

契約書及び着工届の写

し、申請書、前金払保

証事業会社の保証書の

写し並びに請求書 

繰替払 繰替払の補てんをす

るとき 

繰替払の補てんを

要する額 

繰替払整理書 

繰越し 当該繰越分を含む支

出負担行為を行うと

き 

繰越しをした金額

の範囲内の額 

契約書その他関係する

書面 

過誤払金の戻入 現金の戻入の通知の

あったとき、又は現金

の戻入のあったとき 

戻入を要する額 事実を証する書類 

債務負担行為 債務負担行為を行う

とき 

債務負担行為の額 契約書その他関係書類 

 



別表第５（第227条関係） 

  物品の整理区分表 

受入 払出 

受入区分 説明 払出区分 説明 

１  備品 

購入 購入により受け入れる場合 供用 職員の使用に供するため払い出

す場合 
受贈 贈与を受けたことにより受け入

れる場合 
譲与 譲与したことにより払い出す場

合 

借受 借り受けたことにより受け入れ

る場合 

貸付 貸し付けたことにより払い出す

場合 

修繕渡 修繕又は改造をすることにより

払い出す場合 修繕受 修繕又は改造をしたことにより

受け入れる場合 
分類換払 他の分類に移すため払い出す場

合 

分類換

受 

他の分類から受け入れる場合 所管換払 他の出納機関に引き渡すため払

い出す場合 

所管換

受 

他の出納機関から受け入れる場

合 

返納 供用の廃止若しくは中止又は貸

付物品の返還により受け入れる

場合 

返還 借受物品を返還する場合 

亡失 亡失した物品を整理する場合 

雑件 以上のいずれにも属しない場合 雑件 以上のいずれにも属しない場合 

２ 消耗品及び原材料 

購入 購入により受け入れる場合 消費 職員の使用に供するため払い出

す場合 
受贈 贈与を受けたことにより受け入

れる場合 
譲与 譲与したことにより払い出す場

合 

分類換

受 

他の分類から受け入れる場合 分類換払 他の分類に移すため払い出す場

合 

所管換

受 

他の出納機関から受け入れる場

合 

所管換払 他の出納機関に引き渡すため払

い出す場合 



返納 既に払い出した物品を返納され

たことにより受け入れる場合 
売払 売払いのため払い出す場合 

雑件 以上のいずれにも属しない場合 亡失 亡失した物品を整理する場合 

  
雑件 以上のいずれにも属しない場合 

３ 生産物（製作品） 

生産 生産したことにより受け入れる

場合 

売払 売払いのため払い出す場合 

製作 製作したことにより受け入れる

場合 

譲与 譲与したことにより払い出す場

合 

所管換

受 

他の金融機関から受け入れる場

合 

分類換払 他の分類に移すため払い出す場

合 

雑件 以上のいずれにも属しない場合 所管換払 他の出納機関に引き渡すため払

い出す場合 
  

亡失 亡失した物品を整理する場合 

雑件 以上のいずれにも属しない場合 

４ 不用品 

分類換

受 

他の分類から受け入れる場合 売払 売払いのため払い出す場合 

所管換

受 

他の出納機関から受け入れる場

合 

廃棄 廃棄のため払い出す場合 

  
亡失 亡失した物品を整理する場合 

所管換払 他の出納機関に引き渡すため払

い出す場合 

雑件 以上のいずれにも属しない場合 



第 1 号様式(第 30 条関係) 

納入通知書兼領収書 原符 
 

 領収済通知書 

様 

  

様 

  

様 

年度   調定番号 年度   調定番号 年度   調定番号 

担当課 担当課 担当課 

金 額                   円 金 額                   円 金 額                   円 

摘 要   摘 要   摘 要   

会計 

款 

項 

目 

節 

細節 

細々節 

  

会計 

款 

項 

目 

節 

細節 

細々節 

  

会計 

款 

項 

目 

節 

細節 

細々節 

  

納入場所  

納 期 限      年 月 日 納 期 限     年 月 日 
  

上記のとおり納入して下さい。 

 東総地区広域市町村圏事務組合 

 管理者               
  

調 定 日 納 期 限 

   年 月 日 

  

上記のとおり領収しました。 

東総地区広域市町村圏事務組合 

会計管理者 

 

指定金融機関 

領 収 日 付 印 納入場所 

東総地区広域市町村圏事務組合 

指定金融機関 

領 収 日 付 印 東総地区広域市町村圏事務組合 

会計管理者 あて 

上記のとおり領収したので通知し

ます。 

領 収 日 付 印 

( 納 入 者 保 管 )  (金融機関保管)  (東総地区広域市町村圏事務組合保管) 

㊞ 



第2号様式(第33条関係) 

  現 金 払 込 書 

現 金 払 込 書 No. 

  

領 収 済 通 知 書 No. 

  

領 収 書  No. 

払込人 

 

納 

払込人 

 

納 

払込人 

 

納 

年度 会計 年度 会計 年度 会計 

款 項 目 節 款 項 目 節 款 項 目 節 

                        

金 額   金 額   金 額   

払込金

の内容 
  

払込金

の内容 
  

払込金

の内容 
  

 上記のとおり払込みます。 

 

        年  月  日 

 

 上記のとおり収納したので通知します。 

 

   東総地区広域市町村圏事務組合 

会計管理者   様 

 

 上記のとおり領収しました。 

 

 

 

  

領収済日付印 

  

領収済日付印 

  

領収済日付印 

      

                                                             



第3号様式(第48条関係) 

(表) 

 

収入事務受託者の証 

第   号  

  住 所 

  氏 名 

 上記の者は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の2第1項の規定に

より、当組合の次に掲げる事務を受託した者であることを証明する。 

1 何 々 

2 何 々 

        年   月   日発行 

東総地区広域市町村圏事務組合管理者           印 

 

 

(裏) 

 

注 意 事 項 

 

1 本証は、受託に係る事務を執行するときに携帯すること。 

2 身分について他の者から要求のあったときは、この証を提示すること。 

3 記載事項に変更を生じたとき、又は収入事務受託者でなくなったときは、

速やかに返還すること。 

4 本証を紛失したときは、速やかに届出て再交付を受けること。 

5 本証の有効期間は、発行の日から1年とする。 

 



東 総 地 区 広 域 
市町村圏事務組合 
収入事務受託者 

第 4 号様式(第 48 条関係) 

 

収入事務受託者公金収納用の印鑑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法径３センチメートル 

 

領 収 

年 月 日 

氏 名 



第5号様式(第206条関係) 

行政財産使用許可申請書 

 

年  月  日  

 東総地区広域市町村圏事務組合 管理者 

 

申請人住所           

氏名           

 下記のとおり行政財産を使用させてください。 

 

記 

行 政 財 産 の 名 称   
所 在

地 
  

使用する部分の面積   

使 用 目 的   

使 用 期 間   

その他必要な事項   

    

 

 



第6号様式(第207条関係) 

行政財産使用許可決議書 

          
起案   年  月 

 日 

          

(職) 

 

氏 名       ㊞ 

合

議 

            

            

 次のとおり行政財産の使用を許可してよろしいでしょうか。 

公 有 財 産 整 理 簿

の記載に必要な事

項 

  

使 用 部 分 の 面 積   

相 手 方 の 住 所 及

び 氏 名 
  

使 用 目 的   

使 用 料 の 額 及

びその算出方法等 
  使用期間   

その他必要な事項   

 (添付書類) (1) 関係図面 

       (2) 行政財産使用許可申請書 

 



第7号様式(第207条関係) 

 

行政財産使用許可書 

 

第     号  

年  月  日  

 

         様 

 

東総地区広域市町村圏事務組合管理者        印  

 

 

   年  月  日付けで申請のありました行政財産の使用を下記のとおり許可し

ます。 

 

記 

 

行政財産の名称   所在地   

使用を許可する

部 分 の 面 積 
  

使 用 目 的   

使 用 料 の 額 円 

納 入 期 限   

使 用 期 間   

許 可 の 条 件 

1 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。 

2 第三者に使用させてはならないこと。 

3 使用目的以外の目的に使用しないこと。 

4 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可条件

に違反する行為があると認めたときは、許可を取り消すものとする

こと。 

5 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生

じた場合にもその補償はしないものとすること。 

6 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了した場

合には速やかに原状に回復して返還すること。ただし、管理者が特

に認めた場合は、原状に回復しないことができること。 

7 使用許可条件に違反して行政財産を使用したことにより、管理者

に損失を及ぼした場合は、損害賠償をしなければならない。 

 あなたが、この処分について不服があるときは、地方自治法第238条の7及び行政不服

審査法の定めるところにより、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3

か月以内に、管理者に対し書面で審査請求をすることができます。 

 

 (備考) 申請どおり許可する場合は、審査請求の教示をしないこと。 

 


